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１ 入札等実施要領 

 

入札等実施要領 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の令和８年度賃貸住宅等に係る比準

賃料調査等業務（東日本）に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めのあ

るもののほか、この入札説明書によるものとする。 

なお、本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受

け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業

務である。  

 

１ 入札公告の掲示日 

  令和８年６月５日 

 

２ 発注者 

  独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

  本部長 井添 清治 

  〒163-1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー19 階 

 

３ 業務概要 

(1) 業務名 

令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本） 

(2)  業務内容 

   北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、独立

行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が現に管理する又は管理を予定す

る団地の賃貸住宅、賃貸施設の賃料等の調査及び有料駐車場等の料金等の調査 

(3) 業務の詳細な説明 

 仕様書による。 

(4) 履行期間 

契約締結日の翌日～令和９年６月 30 日（水） 

(5) 履行場所 

 原則として受託者の事務所 

(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法 

令和８年６月５日（金）～令和８年６月 22 日（月）までに当機構ホームペー

ジからダウンロードすること。 

 

４ 競争参加資格 

（1） 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年度独立行政法人都市再生機
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構達第 95号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 

（2） 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料

（以下「資料」という。）の提出時点において、機構東日本地区における令和７・

８年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る参加資格を有し

ている者で、「補償」の業種区分の認定を受けていること。なお、当該資格のない

者は、入札時までに当該資格の認定を受けていること。 
（3） 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業

務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 

（4） 令和５年～令和７年の各年において、「建物及びその敷地」に係る「賃料評価」

（比準賃料調査等、類似する業務を含む。）の実績を有すること。（単独元請実績

に限る。） 

（5） 日本国内に、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第 23

条第 1項に規定する事務所を有していること。 

（6） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（一般競争参加資格の再認定を

受けた者を除く。）でないこと。 

（7） 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者でない

こと。（詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心

得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等

について→その他→「（入札説明書等別紙）暴力団又は暴力団員が実質的に経営を

支配する者又はこれに準ずる者」を参照）。 

 

５ 総合評価に係る事項 

(1) 総合評価の方法 

① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求

められる②の「価格評価点」と③の「技術評価点」との合計値（以下「評価値」

という）をもって行う。 

② 価格評価点の算定は、以下のとおりとし、最高点は６０点とする。 

価格評価点＝価格評価点の最高点×（１－入札価格／予定価格） 

③ 技術評価点の算出は以下のとおりとし、最高点は６０点とする。 

技術評価点＝技術評価点の最高点数×技術点／技術点の満点 

また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価

を行い、技術点を与えるものとし、満点は４０点とする。 

・企業の経験及び能力 

・配置予定の管理者及び担当者の経験及び能力 

・実施方針に関する技術提案 

(2) 落札者の決定方法 

入札参加者は「価格」と（１）③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当
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機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって

得られる数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者とな

るべき者を決定する。 

ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお

それがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内

で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最

も高い者を落札者とすることがある。 

(3) 技術点を算出するための基準 

技術提案書の内容について、別添の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技

術点を算出する。 

 

６ 担当部署 

(1) 申請書、資料及び技術提案書について  

〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部経営管理課 電話03－5323－4644 

 

(2) 令和７・８年度の一般競争参加資格について 

〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

総務部調達管理課 電話03－5323－2574  

 

７ 競争参加資格の確認 

(1) 本競争の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について

確認を受けなければならない。 

４(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を

提出することができる。この場合において、４(1)及び(3)から(7)までに掲げる事

項を満たしているときは、開札のときにおいて４(2)の事項を満たしていることを

条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が

競争に参加するためには、開札のときにおいて４(2)の事項を満たしていなければ

ならない。 

なお、①の提出期間の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加

資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 

①  提出期間：令和８年６月５日(金)から令和８年６月22日（月）までの土曜日、   

日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後４時（ただし、正午から午後１

時の間は除く。）まで。 
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② 提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワ

ー16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部経営管理課 

電話03-5323-4644 

③ 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡の上、持参又は提出期限と同日同時刻必

着での一般書留郵便による郵送とする。 

(2) 申請書は、別冊１の様式１により作成すること。 

(3) 資料は、別冊１の様式２により作成すること。 

(4) 競争参加資格の確認は、(1)①の提出期間の期限の日をもって行うものとし、そ

の結果は令和８年７月７日（火）に通知する。 

(5) その他 

① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に当該提

出者に無断で使用しない。 

④ (1)①の提出期間の期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、

認めない。 

 

 

８ 苦情申立て 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がない

と認めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めること（以

下「申立て」という。）ができる。 

① 提出期限：令和８年７月14日(火）午後４時 

② 提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワ

ー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

総務部調達管理課 

電話03－5323－2574 

③ 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡の上、持参又は提出期限と同日同時刻必

着での書留郵便による郵送とする。 

(2) 契約担当役は、申立てを受けたときは、令和８年７月22日（水）までに申立てを

行った者（以下「申立者」という。）に対し書面により回答する。 

ただし、一時期に申立てが集中する等合理的な理由があるときは、この回答の期

限を延長することがある。 

(3) 契約担当役は、(1)①の提出期限の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格

を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 
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(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答を、

閲覧による方法により遅滞なく公表する。 

 

９ 入札説明書に対する質問 

(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自

由）により提出すること。 

① 提出期限：令和８年７月14日(火）午後４時 

② 提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワ

ー16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部経営管理課 

電話03－5323－4644 

③ 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡の上、持参又は提出期限と同日同時刻必

着での書留郵便による郵送とする。 

 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

① 期間：令和８年７月17日(金）から令和８年７月23日(木）までの土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後４時（ただし、正午から午後

１時の間は除く。）まで。 

② 場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー16

階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部経営管理課 

 

10 技術提案書の作成 

(1) ７の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認

められた参加希望者は、次に従い技術提案書（別冊２の様式３～８）を作成する

こと。 

なお、本業務は技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11

の提出方法等に留意すること。 

(2) 技術提案書は、別冊２の様式３～８により作成すること。 

(3) その他 

① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 提出された技術提案書は、返却しない。 

③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で

使用しない。 

④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。 

 

11 技術提案書の提出期限、場所及び方法 

提出期限：令和８年６月26日（金）午後４時 
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提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー

16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部経営管理課 

電話03－5323－4644 

提出方法： あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる

者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

 

12 入札書の提出期限等 

提出期限：令和８年７月24日（金）正午まで 

提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー

19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

総務部調達管理課 電話03－5323－2574 

提出方法：持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 

電報によるものは受け付けない。 

 

13 開札の日時及び場所 

日時：令和８年７月27日（月）午前11時 

場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室 

      ※開札時の立会いは不要とする。 

 

14 公正な入札の確保 

入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 

(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22 年法

律第54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札

価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなら

ない。 

(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。 

 

15 入札方法等  

(1) 入札は、３(4)の履行期間における発注予定数量に基づく総価格によって行い、

入札書に記載される入札価格に対応した単価表を作成すること。 

なお、単価表は入札書に同封し提出すること。 

(2) 単価表には商号又は名称、住所、業務名称及び(1)の発注予定数量に基づく総価

- 7 -



格を記載するとともに、代表者（又は代理人）印を押印すること。 

なお、単価表には、上記に加え、業務実施内容毎に下表に示す項目を記載すること。 

業務実施内容 単価表に記載が必要な項目 計（円）の算定方法 

下欄以外の内容 単価（円）及び計（円） 発注予定数量×単

価 

賃貸施設不動産鑑定評

価（建物賃貸料） 

割引率（％*）及び計（円） 

(*割引率は負でない整数に限

る。) 

発注予定数量×単

価×（１－割引率） 

 

(3) 単価表が次のいずれかに該当する場合は、当該単価表の提出者の入札を無効とす

る。 

① 未提出であると認められる場合 

イ 単価表の全部又は一部が提出されていない場合 

ロ 単価表とは無関係な書類である場合 

ハ 他の業務または工事の単価表である場合 

ニ 白紙である場合 

ホ 単価表に押印が欠けている場合（押印を省略するときは「本件責任者及び担当

者」の氏名・連絡先の記載がない場合） 

ヘ 単価表が特定できない場合 

② 記載すべき事項が欠けている場合 

イ 単価表の記載が全くない場合 

ロ 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 

③ 記載すべき事項に誤りがある場合 

イ 業務名称に誤りがある場合 

ロ 提出業者名に誤りがある場合 

ハ 単価表に記載されている総価格が入札書に記載された入札価格と異なる場合 

ニ 単価表に計算間違いのある場合 

④ その他未提出又は不備がある場合 

(4) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(5) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。なお、２回目の入札については、

入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、１回目の入札と同様に(1)

から(4)による。 

 

16 入札保証金及び契約保証金 
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  入札保証金及び契約保証金は免除とする。 

 

17 入札の無効 

この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料及

び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書等において示した条

件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とし

ていた場合には、落札決定を取り消す。 

なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時に

おいて４に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。 

 

18 落札者の決定方法 

５(2)による。 

 

19 手続における交渉の有無 

 無 

 

20 契約書作成の要否等 

別紙３単価契約書 により、契約書を作成し、締結するものとする。 

なお、当該単価は、落札者が提出した14(1)の単価表に基づくものとし、うち「10 賃 

貸施設不動産鑑定評価（建物賃貸料）」については、評価額毎に示す基準報酬単価に落

札者が記載した割引率を反映させた額（１円未満は切り捨て）とする。 

 

21 支払条件 

完成払 

 

22 関連情報を入手するための照会窓口 

６に同じ。 

 

23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方

針」（平成22 年12 月７日閣議決定）において、「独立行政法人と一定の関係を有する法

人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況

について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。 

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公

表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応

札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたしま

す。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせ
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ていただきますので、ご了承願います。 

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をし

ていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ます

ので、ご了承願います。 

①  公表の対象となる契約先 

次のいずれかにも該当する契約先 

1)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと 

2) 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として

再就職していること 

②公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称

及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表し

ます。 

1) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及

び当機構における最終職名 

2) 当機構との間の取引高 

3) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨 ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又

は３分の２以上 

4) １者応札又は１者応募である場合はその旨 

③ 当方に提供していただく情報 

1) 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

当機構における最終職名等） 

2) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

④公表日 

契約締結日の翌日から起算して72 日以内 

 

24 その他 

(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 

(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料

及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行う

ことがある。 

(3) 落札者は、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置

すること。 

(4)委託業務責任者は業務担当者を兼任することができるものとする。 

(5) 業務の依頼は、３(4)に示す履行期間内において、19 により締結した「単価契約

- 10 -



書」に基づき、機構が依頼書により行う。 

(6) 申請書及び資料等の機構が取得した文書は、独立行政法人等の保有する情報の

公開に関する法律（平成13年法律第140号）に基づき、開示請求者（法人・個人を問

わない。）から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地

位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書となる。 

(7) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関す

る特約条項」（様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→

入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照）を契約書と同日付で

締結するものとする。 

(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特

約条項」（様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札

心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照）を契約書と同日付で締結

するものとする。 

(9) 落札者は、資料に記載した業務実施方針等に係る技術提案の内容については、「提

案仕様書」として仕様書と同様に契約書に添付するので、業務に含まれるものとし

てこれを履行しなければならない。 

(10) 本業務は、業務成績評定対象業務として、落札者に対して、業務完了後、業務

成績評定点を通知する。落札者は、提出した実施方針に係る技術提案どおりに業務

を 履行できない状況が発生した場合には、契約担当役と協議を行い、協議の上、

落札者の責により実施方針が履行されない場合は、業務成績評定において減点を行

う場合がある。 

なお、付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目とし

て使用することがある。 

 

以 上 
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２　評価項目、評価基準及び配点

令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務の評価項目、判断基準及び評価点配分について

評価点

①4点
②2点
③0点

不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による事業実績報告書に基づく不動産鑑定評価の実績について、以下の順位で評価する。
① ３年間の実績平均件数が2,000件以上である。（件数には「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価（価格評価）」の他に「不動産鑑定評価基準
に則らない価格等調査（価格評価）」、「不動産の鑑定評価（賃料評価）」も含み、公共事業者、民間の依頼者の別、及び価格評価、賃料評価の
別は問わない。なお、固定資産評価額のための鑑定評価を実施した年を除く最近3年間を対象とする。以下同じ。）
② ３年間の実績平均件数が1,000件以上2,000件未満である。
③ ３年間の実績平均件数が1,000未満である。

①4点
②2点
③0点

※１女性活躍推進法第９条に基づく基準に適合するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）、同法第12条
又は同法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定している企業（常時雇用する労働者の数が 100
人以下の事業主に限る。）をいう。
※２次世代法第 13 条又 は第 15 条の２に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※３若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※４本件業務に従事する、在籍する不動産鑑定士に限る。なお、委託業務責任者が担当業務を兼ねる場合の業務担当者の評価方法については、こ
れを業務担当者として判断するものとする。

5点

本業務においては、短期間に大量の住宅の賃料評価を実施することが求められており、これを的確に実施するための業務実施体制について、以下
の順位で評価する。
① （専門のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを設ける、ｴﾘｱやｼﾞｬﾝﾙ別の班体制を設ける等）具体的かつ大きな効果が期待できる。
② 具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。
③ 提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。

5点

技
術
提
案
書

実
施
方
針

実
施
体
制

業
務
理
解
度

本業務の調査結果は、機構賃貸住宅の家賃、賃貸施設の賃貸料、有料駐車場等の料金等の基本となることから、結果についての正当性等を検証す
る体制及び方法並びに正確性を確保する方法について、以下の順位で評価する。
① （独立した審査部署が存在、事例間のﾊﾞﾗﾝｽﾁｪｯｸﾂｰﾙを具備する、結果について照合検算マニュアルを具備する等）具体的かつ大きな効果が期
待できる。
② 具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。
③ 提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。

本業務の実施に当たっては大量の賃貸事例の収集及び選択した事例からの適切な評価が必要であることから、賃貸事例の収集方法及び管理方法並
びに具体的な評価項目及び評価方法について、以下の順位で評価する。
① （有力な情報ツールの確保、事例のDB化、個別物件の特長（各種設備、共用施設、周辺環境、ｿﾌﾄｻｰﾋﾞｽの有無等）に関するきめ細やかな評価
項目・評価基準の整備等）具体的かつ大きな効果が期待できる。
② 具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。
③ 提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。

10点

不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告の時点における業務責任者の不動産鑑定士としての経験について、以下の
順位で評価する。
① 不動産鑑定士としての経験が10年以上である。
② 不動産鑑定士としての経験が5年以上10年未満である。
③ 不動産鑑定士としての経験が5年未満である。

①2点
②1点
③0点

不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告の時点における業務担当不動産鑑定士の経験について、以下の順位で評価
する。
① 予定担当者について、不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が10人以上在籍する。
② 予定担当者について、不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が5人以上10人未満在籍する。
③ 予定担当者について、不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が5人以上在籍しない。

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、以下の順位で評価する。
① 次に掲げる認定を２件以上受けている。
② 次に掲げる認定を１件以上受けている。
③ 上記に該当しない場合
・女性の職業生活における活躍推進に関する法律（以下、「女性活躍推進法」という。）に基づく認定等（えるぼし・プラチナえるぼし認定企
業）等※１
・次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」という。）に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業）※２
・青少年の雇用の促進等に関する法律（以下、「若者雇用促進法」という。）に基づく認定（ユースエール認定企業）※３

評価
項目 判断基準

①5点
②2.5
点

③0点

①5点
②2.5
点

③0点

基
本
事
項
評
価

申
請
者
（

企
業
等
）

の
経
験
及
び
能
力

業
務
実
績

企
業
独
自
の
取
組

予
定
管
理
者
及
び
予
定
担
当
者
の
経

験
及
び
能
力
（

※
４
）

業
務
実
績

不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告の時点における、在籍する不動産鑑定士の人数について、以下の順位で評
価する。
① 在籍する不動産鑑定士の人数が50人以上である。
② 在籍する不動産鑑定士の人数が25人以上50人未満である。
③ 在籍する不動産鑑定士の人数が25人未満である。

評価の着目点
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３ 入札心得書  

 

入札心得書 

 

（目的） 

第１条 独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が締結する令和８年度賃

貸住宅等に係る比準賃料調査等業務の契約に係る一般競争入札を行う場合における

入札その他の取扱いについては、この心得書の定めるところにより行う。 

（入札保証金） 

第２条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の

額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の

全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 

（入札等） 

第３条 一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札説明

書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。

この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明

を求めることができる。 

２ 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限まで

に提出しなければならない。 

３ 前項の入札書は、持参により提出するものとする。 

４ 前項の入札書は、入札説明書に示した期限までに提出されないものは無効とする。 

５ 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならな

い。 

６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の

代理をすることはできない。 

７ 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる

者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入

札書の提出をもって誓約したものとする。 

８ 入札書には、機構が指示する契約期間における発注予定数量に基づく総価格を記載

するものとし、合わせて、入札書に記載される入札価格に対応した、単価表を提出す

ることとする。 

９ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

（入札の辞退） 

第３条の２ 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退するこ

とができる。 

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより

申し出るものとする。 

一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は
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郵送（入札執行日の前日までに到着するものに限る。）して行う。 

二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行す

る者に直接提出して行う。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受

けるものではない。 

（公正な入札の確保） 

第３条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭22年

法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価

格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならな

い。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に

開示してはならない。 

（入札の取りやめ等） 

第４条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に

執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（入札書の引換の禁止） 

第５条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又

は取消しをすることはできない。 

（入札の無効） 

第６条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加する

ことはできない。 

一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき 

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき 

三 入札金額の記載を訂正したとき 

四 単価表の記載内容に不備があったとき 

五 入札者（代理人を含む。）の記名押印のないとき又は記名（法人の場合はその名

称及び代表者の記名）の判然としないとき 

六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって

入札を行ったとき 

七 １人で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき 

八 明らかに連合によると認められるとき 

九 第３条第７項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 

十 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な

条件を具備していないとき 

（開札等） 

第７条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、入札説明書に示し

た場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とす

る。 

（落札者の決定） 

第８条 落札者の決定は、入札価格と技術資料を総合的に評価して行う。開札の結果、
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予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。 

（再度の入札） 

第９条 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないとき

は、直ちに、又は別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。 

２ 前項の再度の入札は、原則として１回を限度とする。 

（同数値の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第10条 落札となるべき同数値の入札をした者が２人以上あるときは、別に日時を定め

て、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者

のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員に

くじを引かせて落札者を決定するものとする。 

（入札参加者の制限） 

第11条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後２年間競争入札に参加する

ことができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても

また同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正

の行為があった者 

二 機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若

しくは不誠実等の行為をした者 

三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得る

ために連合した者 

四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者 

五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

七 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当た

り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者 

九 不誠実な入札をなしたと認められた者 

（契約保証金） 

第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の１以上の額で機構が定める

額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならな

い。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 

（契約書の提出） 

第13条 落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書を提出しなければならない。た

だし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、当該落札はその効力を失う。 

（異議の申立） 

第14条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等について

の不明を理由として異議を申立てることはできない。 

 

以 上 
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 ４ 委任状（様式）  

（押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須） 

 

委   任   状 

 

 

私は     を代理人と定め、東日本賃貸住宅本部の発注する令和８年度賃貸住

宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本）に関し、下記の権限を委任します。 

 

記 

１入札及び見積に関する件 

 

２ 

 

 

代 理 人 

使用印鑑 
印 

 

年  月  日 

 

（委任者）住    所 ○○○○○○○○○ 

     商号又は名称 ○○○○株式会社 

     代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印 

 

 

（受任者）住    所 ○○○○○○○○○ 

     氏    名 ○○ ○○    印 

 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長  井添 清治  殿 
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（押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可） 

 

委   任   状 

 

 

私は     を代理人と定め、東日本賃貸住宅本部の発注する令和８年度賃貸住

宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本）に関し、下記の権限を委任します。 

 

記 

１入札及び見積に関する件 

 

 

 

 

年  月  日 

 

（委任者）住    所 ○○○○○○○○○ 

     商号又は名称 ○○○○株式会社 

     代表者 代表取締役 ○○ ○○  

 

 

（受任者）住    所 ○○○○○○○○○ 

     氏    名 ○○ ○○     

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長  井添 清治  殿 

 

（委任者） 

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○ 

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：(株)○○○ ○○部 ○○ ○○ 

連絡先（電話番号）１ ：○○-○○○○-○○○○ 

連絡先（電話番号）２ ：○○-○○○○-○○○○ 

（受任者） 

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○ 

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：(株)○○○ ○○部 ○○ ○○ 

連絡先（電話番号）１ ：○○-○○○○-○○○○ 

連絡先（電話番号）２ ：○○-○○○○-○○○○ 
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５ 入札書及び封筒（様式）  

 

 

入   札   書 

 

金             円也 

 

ただし、 令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本）               

 

上記の金額で上記の業務を受託したく、業務委託契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾

の上、入札します。 

 

年  月  日 

 

 

住 所 

氏 名        印 ※１ 

代理人        印 ※１ 

 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長  井添 清治  殿 

 

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記 

載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載 

も可。 
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表                 裏 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※  押印を省略する場合は封筒に「（押印省略）」と朱書きすること。  
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６ 単価契約書 

 

 

単 価 契 約 書 

 

 

１ 委託業務の名称   令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本） 

２ 契 約 期 間   令和８年 月 日から令和９年６月30日まで 

３ 契 約 単 価   別紙単価表のとおり 

 

 

 

上記の委託業務について、委託者と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結

する。 

この契約の証として本書２通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

 

令和８年  月  日 

 

委託者     住所  

        氏名  

                            印 

 

 

受託者     住所 

氏名                  印 
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（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、頭書の業務（以下「業務」という。）の委託契約に関し、

この契約書に定めるもののほか、仕様書（別添の仕様書及び提案仕様書及び入札説明

書等に係る質問回答書をいう。以下同じ）に従い、これを履行しなければならない。 

２ 受託者は、業務を頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、委託

者は、その業務委託料を支払うものとする。 

３ 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなけ

ればならない 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

（成果物の帰属） 

第３条 この契約の履行によって生ずる報告書類その他の成果（以下「成果物」という。）

は委託者に帰属するものとする。 

（無体財産権） 

第４条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無

体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。 

（一括再委託等の禁止） 

第５条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その

他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら

かじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様

とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負

わせようとするときは、この限りでない。 

（委託業務責任者） 

第６条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。 

２ 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の

事項を処理しなければならない。 

（指示者） 

第７条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを

受託者に通知するものとする。 

（履行報告） 

第８条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調
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査し、又は報告を求めることができる。 

２ 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受

託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。 

（発注手続） 

第９条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等

を記載した委託者所定の依頼書又は意見照会書（以下「依頼書」という。）を受託者に

対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。 

（仕様書等の変更） 

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示（以下こ

の条において「仕様書等」という。）の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更す

ることができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行

期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担し

なければならない。 

２ 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定

めるものとする。 

（業務の中止） 

第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、

業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは

業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし

たとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。 

（受託者の請求による履行期限の延長） 

第12条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、

依頼書に記載された履行期限（以下「履行期限」という。）内に業務を完了することが

できないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求め

ることができる。ただし、その延長日数は、受託者と受託者とが協議して定める。 

２  委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められる

ときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託

者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められ

る変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

（委託者の請求による履行期限の短縮等） 

第13条 委託者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、当該履行
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期限の短縮を受託者に請求することができる。 

２ 委託者は、前項の場合において必要があると認められるときは契約単価を変更し、

又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（損害の負担等） 

第14条 業務の履行に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は受託者が

負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害につい

ては、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。 

（物価等の変動に基づく契約単価の改定） 

第15条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第17条第１項の単価表の額が不相当とな

ったときは、委託者と受託者とが協議の上、これを改定することができる。 

（検査及び引渡し） 

第16条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出

をもって通知しなければならない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に

業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 

３ 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託

者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しついては、前項の規定

を準用する。 

４ 第２項の検査に合格した日をもって、業務は完了したものとし、成果物は、同日を

もって委託者に引き渡されたものとする。 

（業務委託料の支払い） 

第17条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定し

た業務委託料の支払いを請求することができる。 

２ 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、業務

委託料を受託者に支払わなければならない。 

（委託者の任意解除権） 

第18条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の場合のほか、必要が

あるときは、この契約を解除することができる。 

２ 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を

及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、

委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

（委託者の催告による解除権） 

第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することがで
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きる。  

一 第２条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承

継させたとき。 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと

認められるとき。 

四 前各号のほか、この契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない解除権） 

第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。 

一 第２条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 

二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履

行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし

た目的を達することができないとき。 

四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。 

六 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認めら

れる者に債権を譲渡したとき。 

七 第22条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 

八  受託者が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい

る者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契

約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下

この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認めら
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れるとき。 

ハ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して

当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

九 第24条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第21条 第19条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、委託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受託者の解除権） 

第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受

託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 

（委託者の損害賠償請求等） 

第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じ

た損害の賠償を請求することができるものとする。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

二 第19条又は第20条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 

三 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償

に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額（この契約締結後、契約単価又
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は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価

又は予定数量をいう。次条において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として

委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第19条又は第20条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受

託者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 

二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14

年法律第154号）の規定により選任された管財人 

三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項第１号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託

料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年（365日

当たり）３パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第24条の２  受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託

者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の１に相当する額を違約金

として委託者の指定期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受託

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反

したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独

占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付

命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した

当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含

む。）。) 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体（以下「受託

者等」という。）に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものを

いい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」
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という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の

規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第３条

又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違

反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期

間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当

該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたも

のであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２  受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合

で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。 

（受託者の損害賠償請求等） 

第25条 委託者の責めに帰すべき理由により第17条第２項の規定による業務委託料の

支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年

（365日当たり）３パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請

求することができる。 

（賠償金等の徴収） 

第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金を委託者の指定する期間内

に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過し

た日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年（365日当たり）３パーセントの

割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお

不足があるときは追徴する。 

（秘密の保持） 

第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られ

た記録等を含む）を他人に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。 

（管轄裁判所） 

第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された

契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者

の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
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（適用法令） 

第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約によ

り、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以

外は、民法の規定を適用するものとする。 

（補則） 

第30条 この契約においては、民法（明治29年法律第89号）第649条、第650条及び第651

条の規定は適用しないものとする。 

（契約外の事項） 

第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項について

は、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 

以 上  
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業務名　　東日本賃貸住宅本部  令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本）

単位 数量 単価（円） 割引率（％） 計（円）

－ 801 -
同一団地割増住宅分 1379 -

－ 7 -
同一団地割増住宅分 14 -

3 既存賃貸施設賃貸料調査 － 円／件 11 -
4 有料駐車場等料金調査 － 円／件 8 -
5 賃貸住宅に係る意見書 － 円／件 19 -
6 団地グルーピングの妥当性に係る意見書(注1) － 円／グループ 1 -
7 賃貸施設に係る意見書 － 円／件 2 -
8 有料駐車場等に係る意見書 － 円／件 2 -
9 月極駐車場料金データ等収集業務(注2) － 円/団地・10事例以上 2 -

5百万円まで 円／件 0 314,000
10百万円まで 円／件 0 368,000
15百万円まで 円／件 0 446,000
20百万円まで 円／件 0 458,000
25百万円まで 円／件 0 494,000
30百万円まで 円／件 0 518,000
40百万円まで 円／件 0 554,000
50百万円まで 円／件 0 590,000
60百万円まで 円／件 0 614,000
80百万円まで 円／件 0 651,000
100百万円まで 円／件 0 689,000
120百万円まで 円／件 0 717,000
150百万円まで 円／件 1 751,000
180百万円まで 円／件 0 781,000
210百万円まで 円／件 0 800,000
240百万円まで 円／件 0 820,000
270百万円まで 円／件 0 839,000
300百万円まで 円／件 0 858,000
350百万円まで 円／件 0 880,000
400百万円まで 円／件 0 904,000
450百万円まで 円／件 0 928,000
500百万円まで 円／件 0 952,000
550百万円まで 円／件 1 977,000
600百万円まで 円／件 0 1,001,000
700百万円まで 円／件 0 1,030,000
800百万円まで 円／件 0 1,064,000
900百万円まで 円／件 0 1,099,000
1000百万円まで 円／件 0 1,133,000
1100百万円まで 円／件 0 1,168,000
1200百万円まで 円／件 0 1,203,000

1,200百万円を超え2,500百万円までのもの 円／件 0 1,203千円に1億円ごとに22
千円を加算 -

2,500百万円を超え5,000百万円までのもの 円／件 0 1,489千円に1億円ごとに17
千円を加算 -

5,000百万円を超え10,000百万円までのもの 円／件 0 1,914千円に1億円ごとに12
千円を加算 -

10,000百万円を超え50,000百万円までのもの 円／件 0 2,514千円に1億円ごとに7
千円を加算 -

50,000百万円を超えるもの 円／件 0 5,314千円に1億円ごとに6
千円を加算 -

　　　　　　　　　　　　　　          　

※総価格は入札価格と同額

会社等名

所在地

代表者名 印 ※１

代理人 印 ※１

　　　押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。

　　　個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　　担 当 者（会社名・部署名・氏名）：

※２ 連絡先（電話番号）１ ：

　　　連絡先（電話番号）２ ：

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。

単価表

業務実施内容

1 既存賃貸住宅賃料調査 円／戸

2 新規賃貸住宅賃料調査 円／戸

総価格（円）

　%

1
0
 

賃
貸
施
設
不
動
産
鑑
定
評
価

注2 月極駐車場料金等データ収集業務の「数量」は団地の数であり、事例の数ではない。（なお、原則として１団地10件以上の事例を収集す
るものとする。ただし、同一需給圏に事例が存在しない等により事例が10件に満たないケースがある場合はこの限りではない。）

注1　団地グルーピングの妥当性に係る意見書の「数量」はグルーピングの数であり、意見書の発行件数ではない。（原則として意見書の発行
件数は１件であり、実際の業務費用はこの単価表に記載された１グループあたりの単価に「数量」を乗じた額となる。）

■記入上の注意事項

・項番１から９までは、単価を記入願います。

・項番10は、割引率を負でない整数により記入願

います（計の欄は、数量×単価×（１－割引率）で

算定。）。
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７ 個人情報等の保護に関する特約条項 

 

個人情報等の保護に関する特約条項 

 

委託者及び受託者が令和８年 月 日付けで締結した令和８年度賃貸住宅等に

係る比準賃料調査等業務（東日本）の契約（以下「本契約」という。）に関し、受

託者が、本契約に基づく業務等（以下「業務等」という。）を実施するに当たって

の個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 

 

（定義） 

第１条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する

情報のうち、次に掲げるものをいう。 

一 個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第１項

に規定する個人情報をいう。） 

二 本契約に基づく業務等により知り得た個人情報 

三 その他、通常公表されていない情報 

（個人情報等の取扱い） 

第２条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たって

は、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱い

を適正に行わなければならない。 

（管理体制等の報告） 

第３条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実

施体制を書面（別紙様式１）により報告し、委託者の確認を受けなければならな

い。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 

（秘密の保持） 

第４条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了

し、又は解除された後も同様とする。 

（安全管理のための措置） 

第５条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（収集の方法） 

第６条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な

範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第７条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約

の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（個人情報等の持出し等の禁止） 

第８条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者

の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 
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（複写等の禁止） 

第９条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録さ

れた電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の制限等） 

第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等に

ついて、他に委託（他に委託を受ける者が受託者の子会社（会社法（平成17年法律

第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）

してはならない。 

２ 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に

対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場

合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 

（返還等） 

第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成

した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったとき

は速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。 
２ 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の

指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法に

より行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又

は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実

に行われていることを確認するものとする。  
（事故等の報告） 

第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのある

ときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたとき

は速やかに、本契約の契約期間が１年以上の場合においては契約の始期から６か

月後の月末までに（以降は、直近の報告から１年後の月末までに）、書面（別紙様

式２）により報告しなければならない。 

２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の

状況について調査（実地検査を含む。以下同じ。）することができ、受託者はそれ

に協力しなければならない。 

３ 受託者は、第１項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状

況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 

（取扱手順書） 

第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手

順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができる。 
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 本特約条項締結の証として本書２通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、

各自１通を保有する（ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するた

め、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署

名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。）。 

 

令和 年 月 日 

 

委託者 住所 

 

氏名                       印 

 

 

受託者 住所 

 

氏名                       印 

 

 
  

- 32 -



（別添） 

個人情報等に係る取扱手順書 

 

個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱う

ものとする。 

 

１ 個人情報等の秘密保持について 

個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 

※業務終了後についても同じ 

 

２ 個人情報等の保管について 

個人情報等が記録されている書類等（紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以

下同じ。）及びデータは、次のとおり保管する。 

(1) 書類等 

受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管す

る。 

(2) データ 

① データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢメモリ、外付けハードディ

スクドライブ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録機能を有する機器・媒体、

又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、その

アクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 

② ①に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理す

るもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。 

 

３ 個人情報等の送付及び持出し等について 

個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所か

ら送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、

個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとす

る。 

(1) 送付及び持出しの記録等 

台帳等を整備し、記録・保管する。 

(2) 送付及び持出し等の手順 

① 郵送や宅配便 

複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 

② ファクシミリ 

原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合

は、次の手順を厳守する。 

・送信先への事前連絡 
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・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること 

③ 電子メール 

個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付と

する。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは

別途通知する。 

また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレス

が表示されないように、「bcc」で送信する。 

④ 持出し 

運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行す

る。 

 

４ 個人情報等の収集について 

業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 

また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人

に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正

な手段により収集しなければならない。 

 

５ 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について 

個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

６ 個人情報等の複写又は複製の禁止について 

個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録

された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 個人情報等の返還等について 

① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引

渡しをする。 

② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、

シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が

不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、

消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 

 

８ 個人情報等が登録された通信端末の使用について 

委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場

合には、次のとおり取り扱うものとする。 

(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 
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(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき見防止フィルタの使用等）、盗難・

紛失に対する対策（通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等）により、安

全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 

(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録（住所及び個人を

特定できる画像は登録しない。）は、業務上必要なものに限定する。 

(4) 個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを含む。）及び画像は、業

務上不要となり次第、消去する。 

 

９ 事故等の報告 

個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、

直ちに委託者に報告する。 

 

10 その他留意事項 

独立行政法人は、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第５

章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 

この法律の第66条第２項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委

託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又

はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の

適用対象となる。 

したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則

規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 

 

11 特記事項 

※必要に応じ記載 
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令和 年 月 日 

 

株式会社＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印※１ 

 

個人情報等に係る管理及び実施体制 
 

契約件名：令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本） 

 

１ 取扱責任者及び取扱者 

  

 
部 署 

氏 名 取扱う範囲等 
役 職 

取扱責任者 
○○部△△課 

  
課長 

取 扱 者 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

係長 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

主任 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

 

 

２ 管理及び実施体制図 

 

（様式任意） 

 

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記 

載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載 

も可。 

別紙様式１  
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も可。 

令和 年 月 日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長 ○○ ○○ 殿 

 

株式会社＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印※１ 

 

個人情報等の管理状況 

 

次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたし

ます。 

 

 契約件名：令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本） 

 

記 

 

１ 確 認 日  令和 年 月 日 

２ 確 認 者  取扱責任者 ○○ ○○ 

３ 確認結果  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記 

載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載 

も可。 

以 上  

別紙様式２  
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（別紙）管理状況の確認結果 

 

【管理する個人情報等】 

 

 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

１ 管理及び実施体制 

 
令和  年  月  日付けで提出した「個人情

報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及

び実施している。 

  

２ 秘密の保持 

 個人情報等を第三者に漏らしていない。   

３ 安全管理措置 

 
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防

止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じている。 

  

《個人情報等の保管状況》 

 ① 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類

等は、受託者の事務所内のキャビネットなど

決められた場所に施錠して保管している。 

  

 ② 

データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢ

メモリ、外付けハードディスクドライブ、ＣＤ

－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録機能を有する機器・

媒体、又はファイルについては、暗号化及び
パスワードを設定している。 

  

 ③ 
アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし

ている。 
  

 ④ 

②に記載するＰＣ及び機器・媒体については、

受託者が支給及び管理しており、私物の使用

はしていない。 

  

《個人情報等の送付及び持出し手順》 

 ① 

委託者の指示又は承諾があるときを除き、受

託者の事務所から送付又は持出しをしていな

い。 

  

 ② 
送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保

管している。 
  

- 38 -



  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

 ③ 

郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等

と封入文書等に相違がないことを確認し、送

付している。 

  

 ④ 

ＦＡＸについては、原則として禁止しており、

やむを得ずＦＡＸ送信する場合は、次の手順

を厳守している。 

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

  

 ⑤ 

ｅメール等について、個人情報等は、メールの

本文中に記載せず、添付ファイルによる送付

としている。 

  

 ⑥ 
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを

設定し、パスワードは別途通知している。 
  

 ⑦ 

１回の送信において送信先が複数ある場合に

は、他者のメールアドレスが表示されないよ

うに、「bcc」で送信している。 

  

 ⑧ 

持出しについて、運搬時は、外から見えないよ

うに封筒やバック等に入れて、常に携行して

いる。 

  

４ 収集の制限 

 
個人情報等を収集するときは、業務を処理するた

めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

収集している。 

  

《個人情報等の取得等手順》 

 ① 
業務上必要のない個人情報等は取得していな

い。 
  

 ② 

業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を

取得する場合には、本人に利用目的を明示し

ている。 

  

５ 利用及び提供の禁止 

 
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者

に提供していない。 

※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

６ 複写又は複製の禁止 

 
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を

複写し、又は複製していない。 

※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

７ 再委託の制限等 

 

個人情報等を取扱う業務について、他に委託（他

に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も

含む。）し、又は請け負わせていない。 

※委託者の承諾があるときを除く。 

  

【再委託、再々委託等を行っている場合】 

 再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規

定する受託者の義務を負わせている。 
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  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

８ 返還等 

 ① 
業務上不要となった個人情報等は、速やかに

委託者に返還又は引渡しをしている。 
  

 ② 

個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ

ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の

方法により、復元又は判読が不可能な方法に

より消去又は廃棄している。 

  

９ 通信端末の使用 

 ① 
パスワード等を用いたセキュリティロック機

能を設定している。 
  

 ② 

必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき見

防止フィルタの使用等）、盗難・紛失に対する

対策（通信端末の放置の禁止、ストラップの使

用等）により、安全確保のために必要な措置

を講ずることに努めている。 

  

 ③ 

電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアド

レス等の登録（住所及び個人を特定できる画

像は登録しない。）は、業務上必要なものに限

定している。 

  

 ④ 

個人情報等が含まれたメール（添付されたフ

ァイルを含む。）及び画像は、業務上不要とな

り次第、消去している。 

  

10 事故等の報告 

 
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れのあることを知ったときは、直ちに委託者に報

告し、指示に従っている。 

  

11 取扱手順書の周知・徹底 

 個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・

徹底を行っている。 
  

12 その他報告事項 

 

（任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。） 

※ 確認結果欄等への記載方法 

確認結果 記載事項 

適切に行っている ○ 

一部行っていない △ 

行っていない × 

該当するものがない － 

＊「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 
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８ 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項 

 

外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項 

 

委託者及び受託者が令和８年 月 日付けで締結した令和８年度賃貸住宅等に係

る比準賃料調査等業務（東日本）の契約（以下「本契約」という。）に関し、受託者

が、本契約に基づく業務等（以下「業務等」という。）を実施するに当たっての外部

電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 

 

（定義） 

第１条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載

される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムに

よる情報処理の用に供されるもの（以下「電磁的記録」という。）に係る記録媒体

（以下「電磁的記録媒体」という。）で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記

録媒体以外の記録媒体（ＵＳＢメモリ、外付けハードディスクドライブ、ＣＤ－

Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等）をいう。 

 

（外部電磁的記録媒体の取扱い） 

第２条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的

記録媒体を取扱わなければならない。 

 

（解除及び損害賠償） 

第３条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 

本特約条項締結の証として本書２通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

委託者 住所  

氏名  

                          印 

 

受託者 住所  

氏名  

                      印 
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（別添） 

外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書 

 

受託者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬

する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み

込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措

置を講ずること。 

(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不

正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 

(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講

ずる。 

① 受託者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 

・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 

・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付

する。 

・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置

き忘れ等に注意する。 

② 受託者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗

号化を行う。 

（3） 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又は

そのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。 
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９ 仕様書 

 

１ 業務名称 

令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本） 

 

２ 契約期間   

契約締結日の翌日から令和９年６月30日（水）まで 

 

３ 業務の実施内容 

別紙1「令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本）実施内容」のとお

り 

 

４ 用語の定義 

(1) 指示者とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は受託者の委託業務

責任者（以下「業務責任者」という。）に対する指示、承諾又は協議等を行うもので、

単価契約書第７条に規定する者をいう。 

(2) 業務責任者とは、契約の履行に関する運営（業務の管理及び統括）及び業務を実施

する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第６条に規定する者をいう。 

(3) 契約図書とは、単価契約書、仕様書及び提案仕様書をいう。 

  

５ 業務実施計画書等 

(1) 受託者は、下記の事項について記載した業務実施計画書を作成し、契約締結後速や

かに指示者に提出しなければならない。 

① 業務の実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む） 

② 業務の実施体制 

③ 連絡方法及び連絡体制 

④ その他の業務実施上の必要となる事項 

(2) 受託者は、業務実施計画書の内容を変更する場合は、その都度、指示者に変更する

業務実施計画書を提出しなければならない。 

(3) 受託者は、業務責任者に業務の管理及び統括等を適正に行わせ、業務を円滑かつ適

正に実施しなければならない。 

 

６ 業務責任者等 

(1) 業務責任者は、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152条）第４条に

規定する不動産鑑定士の資格を有しなければならない。 
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(2) 業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受注者が個人で

ある場合には、その者又はその使用人でなければならない。 

(3) 受託者は、契約締結後速やかに、単価契約書第６条により、委託者に業務責任者を

通知し、当該業務責任者が(1)に定める資格を有していることを証する書面を提出し

なければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。 

(4) 前項の場合において、通知された業務責任者が(1)に定める資格を有していると認

められない場合は、委託者と受託者が協議の上、受託者は速やかに業務責任者を変更

しなければならない。この場合、(1)から(3)までに定めるところに準じて取り扱うも

のとする。 

(5) 受託者は、業務責任者が事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなっ

た場合は、遅滞なくその旨を指示者に通知するとともに、その後の業務の実施につい

て指示者と協議するものとする。 

(6) 業務担当者は、在籍する不動産鑑定士に限るものとする。 

 

７ 適正な業務責任者の配置 

業務責任者には、下記の各号に該当する者を置いてはならない。 

(1) 当該業務の調査対象となる住宅及び有料駐車場等の存する団地に居住している者 

(2) 当該業務の調査対象となる施設の利害関係者 

(3)  (1)及び(2)に定める者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、

代理人、成年後見人、保佐人又は補助人 

 

８ 現地調査 

(1) 受託者は、業務に当たって現地調査を実施しなければならない。調査に当たっては、

調査日、調査担当者、調査物件等を記載した調査記録を作成し、委託者が求めたとき

は、当該記録の写しを提出しなければならない。なお、現地調査費用は業務委託料に

含むものとする。 

(2) 受託者は、現地調査に当たって、委託者が管理する団地に立ち入る場合は、住宅等

の建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物の汚損又は破損を防止し、居住者等に

対する危険を防止するとともに、居住者の居住環境を阻害しないよう注意しなければ

ならない。 

(3) 受託者は、現地調査に当たって、住宅等内の調査を行うときは、委託者の指示に従

い、委託者が指定した住宅等についてのみ行うこととする。 

(4) 受託者は、現地調査に当たって、第三者の土地に立ち入る場合は、指示者及び関係

者と十分な協調を保ち、業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。なお、や

むをえない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに指示者
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に報告し指示を受けなければならない。 

 

９ 意見交換 

(1) 受託者は、業務に当たって、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換

を行わなければならない。 

(2) 受託者は、業務に当たっては、調査対象物件の現在の賃料、賃貸料又は料金（以下

「賃料等」という。）を参考とし、また、賃料等の水準に変動が認められない場合には、

それを基本として評価を行うよう留意しなければならない。 

 

10 関連法令等の遵守 

受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなけれ

ばならない。 

 

11 秘密の保持 

  受託者は、業務に実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知りえた秘密

を漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。 

 

12 調査報告書等の公開 

  提出された調査報告書等は、委託者において、機構が管理する団地の賃借人等（以下

「賃借人等」という。）に対して公開することができるものとする。 

 

13 調査報告書等に対する問合せ等の対応 

  提出された調査報告書等について、委託者が問合せを行ったときは、受託者は２の契

約期間満了後も誠実に対応し、協力しなければならない。 

賃借人等から、調査報告書等に係る問合せがあったときは、原則として委託者が応対

するものとする。この場合、受託者は、委託者の求めに応じて、比準賃料及び駐車場料

金等の算定の考え方並びに採用した賃貸事例等について、資料の提供及び説明等の協力

を行わなければならない。 

 

14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 業務の実施に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点

で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2) 受託者が、(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合に

は、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。 
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(3) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の

被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。 

 

15 再委託等 

(1)   単価契約書第５条に規定する第三者への再委託等について、次に掲げるものを再

委託し、又は請け負わせることはできないものとする。 

① 業務の中核となる比準賃料調査及び不動産鑑定評価 

イ 賃料算定等 

ロ 現地調査 

ハ 調査報告書、鑑定評価書及び意見書の作成 

ニ 意見交換及び調査報告書等に対する問合せ対応 

② 月極駐車場料金等調査 

イ 現地調査 

ロ 調査票の作成 

(2)  補助的な業務（例：印刷、製本等の簡易な業務、住宅、施設及び駐車場等の賃料

調査における事例収集、月極駐車場料金等調査における事例収集、写真撮影、デー

タ入力）を第三者に再委託し、または請け負わせようとする場合は承諾を要しない

ものとする。 

(3)  受託者は、業務を再委託する場合は、書面により再委託の相手方との契約関係を

明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を

実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面について、委託者

が求めた場合は、書面全てを受託者は提出しなければならない。 

※なお、記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と業務の範囲を勘案し

て判断するものとする。 

 

 16 業務環境の改善 

 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを

考慮するものとする。 

 ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領（別

紙２）に基づき、委託者の担当者と確認・調整した内容について取り組むものとす

る。 

 

                                以 上 
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令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本）実施内容 

 

１ 業務実施内容 

(1) 既存賃貸住宅賃料調査 

① 業務概要 

北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、独立行

政法人都市再生機構（以下｢機構｣という。）が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料調査

をいう。 

受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及

び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。 

② 業務スケジュール（予定） 

令和８年７月 契約締結 

令和８年10月 依頼書による発注 ※別表参照 

令和８年11月 経過報告書（仕様書別添様式１－１－２）による調査結果の内示 

（依頼書で指定する全住宅が対象） 

令和８年11月～令和９年２月 調整・確認・作成等作業期間 

令和９年２月 成果報告書（調査報告書）納品 

※ 別途、個別に依頼する場合もあります。 

③ 留意点 

 本業務において求められる比準賃料は、機構賃貸住宅の家賃算定の基本となること

から、その調査結果について、正確性及び正当性が強く求められるため、業務の実施

に際しては以下の点に留意すること。 

イ 評価及び事例の収集に当たっては、独立行政法人都市再生機構に関する省令第30

条に則り、適切に行うものとする。 

  また、事例は、調査対象１物件につき、最低でも10件以上を収集するものとし、

これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するもの

とする。 

ロ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における賃料水準について十

分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。 

また、周辺民間市場における賃料水準が変動しており、現在の機構賃貸住宅の家

賃と乖離があると考えられる場合には、その要因や根拠等について、明確な説明を

行うものとする。 

ハ 評価に当たっては、全ての調査対象について、統一的かつ公平な基準に基づき行

うものとする。 

ニ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定される

（別紙１） 
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ため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応につ

いて報告するものとする。 

ホ 将来にわたり、機構と賃借人等との間で、比準賃料又は比準賃料に基づいて機構

が算定した賃料等について争いが生じたときは、受託者は機構の求めに応じて、資

料の提供及び説明等の協力を行わなければならない。 

  なお、この場合において、機構が、争いの対象となった賃料等について鑑定評価

を取得する場合には、その実施について協力しなければならない。 

 

(2) 新規賃貸住宅賃料調査 

① 業務概要 

機構が北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に建設又は

管理を予定する団地の賃貸住宅の賃料調査をいう。 

受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及

び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。 

② 業務スケジュール（概況） 

令和８年７月 ･･･ 契約締結 

機構からの依頼 ･･･ 必要の都度 ※別表参照 

調査結果の内示 ･･･ 依頼から概ね３週間（依頼書で指定する全住宅が対象）  

調整・確認･作成等作業期間  ･･･ 内示後概ね３週間 

成果報告書（調査報告書）納品 ･･･ 内示後概ね１ヶ月以内 

③ 留意点 

 本業務において求められる比準賃料は、機構賃貸住宅の家賃算定の基本となること

から、その調査結果について、正確性及び正当性が強く求められるため、業務の実施

に際しては以下の点に留意すること。 

イ 評価及び事例の収集に当たっては、独立行政法人都市再生機構に関する省令第30

条に則り、適切に行うものとする。 

また、事例は、調査対象1物件につき、最低でも10件以上を収集するものとし、

これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するもの

とする。 

ロ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における賃料水準について十

分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。 

また、求められた比準賃料の算定根拠等について、周辺民間市場の分析に基づき、

明確な説明を行うものとする。 

ハ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定される

ため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応につ
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いて報告するものとする。 

 

(3) 既存賃貸施設賃貸料調査 

① 業務概要 

北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、機構が

現に管理する団地の賃貸施設（賃貸倉庫を含む。以下同じ。）の賃貸料調査をいう。 

受注者は、依頼書で指定する施設に係る月額賃貸料について、賃貸事例比較法によ

る調査を行う。 

 ② 業務スケジュール（概況） 

令和８年７月 ･･･ 契約締結 

機構からの依頼 ･･･ 必要の都度 

調査結果の内示 ･･･ 依頼から概ね３週間 

調整・確認･作成等作業期間  ･･･ 内示後概ね３週間 

成果報告書（調査報告書）納品 ･･･ 内示後概ね１ヶ月以内 

 

(4) 有料駐車場等料金調査 
① 業務概要 

北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、機構が

現に管理する団地の有料駐車場等機構が建設又は管理を予定する団地の有料駐車場等

の料金調査をいう。 

受託者は、依頼書で指定する機構駐車場等に係る一般市場における新規月額支払料

金について、賃貸事例比較法による調査を行う。なお、当該調査業務については、募

集料金事例の比較による方法も可とする。 

② 業務スケジュール（概況） 
令和８年７月 ･･･ 契約締結 
機構からの依頼 ･･･ 必要の都度 ※別表参照 
調査結果の内示 ･･･ 依頼から概ね３週間（依頼書で指定する全駐車場等が対象）  
調整・確認･作成等作業期間  ･･･ 内示後概ね３週間 
成果報告書（調査報告書）納品 ･･･ 内示後概ね１ヶ月以内 

③ 留意点 

 本業務において求められる調査結果料金は、機構駐車場等の料金算定の基本となる

ことから、その調査結果について、正確性及び正当性が求められるため、業務の実施

に際しては以下の点に留意すること。 
イ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における料金水準について十

分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。 
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また、周辺民間市場における料金水準が変動しており現在の機構駐車場等の料金

と乖離があると考えられる場合、又は機構が求めた場合は、調査結果の要因や根拠

等について、明確な説明を行うものとする。 
ロ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定される

ため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応につ

いて報告するものとする。 
 

(5)  賃貸施設不動産鑑定評価 

① 業務概要 

北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、機構が

現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料等に係る不動産鑑定評価をいう。 

受託者は、依頼書で指定する賃貸施設等に係る月額賃貸料等について、不動産鑑定

評価を行う。 

② 業務スケジュール（概況） 

令和８年７月 ･･･ 契約締結 

機構からの依頼 ･･･ 必要の都度 

結果の内示 ･･･ 依頼から概ね８週間 

作成等作業期間 ･･･ 内示後概ね４週間 

成果報告書（鑑定評価報告書）納品 ･･･ 内示後概ね２ヶ月以内 

 

(6) 住宅に係る意見書 

機構が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料に係る意見等をいう。 

受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。 

イ エアコン、ドロップインコンロ等設備を追加設置する場合の、設備設置前の賃料

に対する格差率に係る意見 

ロ 既存建物の外側に柱・梁フレーム及び鉄骨ブレースを組み込む等の耐震改修工事

を行った場合の、工事実施前の賃料に対する格差率に係る意見 

ハ 機構が現に管理する団地の賃貸住宅に改良等を行い、新たな商品として募集する

場合の、当該住宅の賃料に係る意見 

二 その他 

 

(7) 団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書 

機構が現に管理する団地について、その地域性・個別性の観点から、相互に代替競

争関係があり、賃料水準・賃料変動の程度等が概ね類似していると考えられる団地を

グループ化し、その妥当性に係る意見等をいい、受注者は、文書により回答する。 
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(8) 賃貸施設等に係る意見書 

機構が現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料に係る意見等をいう。 

受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。 

イ 住宅付施設に係る意見 

ロ 差額配分法を適用した場合の継続賃料に係る意見 

ハ 同一団地の同一施設街区内に存する賃貸施設間の賃料格差に係る意見 

ニ 定期借家契約により賃貸した場合の、普通借家契約の賃貸料に対する格差率に係

る意見 

ホ その他 

 

(9) 有料駐車場等に係る意見書 

機構駐車場等の料金に係る意見等をいう。 

受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。 

イ 同一団地内に存する機構駐車場等間の料金格差に係る意見 
ロ 機構駐車場等に改良等を行う場合の、当該駐車場等の料金に係る意見 
ハ その他 

 
(10）月極駐車場料金等調査 

受託者は、依頼書で指定する団地周辺の月極個人貸しの民間駐車場の料金等の事例

を、調査対象1団地につき10件以上収集する。 

事例は、各団地から近い距離※に存する駐車場で、同一需給圏にあるものとする。 

※ 各団地から直線距離で 500ｍ以内とし、近いものから採用する。団地から 500ｍ以

内の範囲に存する事例が 10 件に満たない場合は、現地確認を行い、収集に努めるも

のとする。 

これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するもの

とする。 
 
                                  以 上 
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２ 業務一覧表 

業務実施内容 成果報告書 備考 

既存賃貸住宅賃料

調査 

調査報告書 

（別添様式１－１－１） 

同一の団地で複数戸以上の住宅を調査対

象とする場合の割増単価を別途設定す

る。 

新規賃貸住宅賃料

調査 
〃 〃 

既存賃貸施設賃貸

料調査 

〃 

（別添様式１－２） 
－ 

有料駐車場等料金

調査 

〃 

（別添様式１－３） 
－ 

賃貸施設不動産鑑

定評価 
鑑定評価書 － 

住宅に係る意見書 意見書 － 

団地のグループ化

設定の妥当性に係

る意見書 
〃 － 

賃貸施設等に係る

意見書 
〃 － 

有料駐車場等に係

る意見書 
〃 － 

月極駐車場料金等

調査 

調査票 

（別添様式１－４） 

事例のプロット地図 

地図には、料金及び形態を記入する。 

（注）成果報告書（月極駐車場料金等調査は除く。）の発行部数は、正本1冊、副本

4冊を基本として、依頼書で指定する数とする。なお、契約単価にはこれらの

発行費用も含むものとする。ただし、機構が指定した場合には、電子データを

もってこれに代えることができるものとする。 
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３ 発注予定数量 

業務実施内容 発注数量 

既存賃貸住宅賃料調査 801戸 

 同一団地における割増住戸 1379戸 

新規賃貸住宅賃料調査 7戸 

 同一団地における割増住戸 14戸 

既存賃貸施設賃貸料調査 11件 

有料駐車場等料金調査 8件 

賃貸施設不動産鑑定評価 2件 

住宅に係る意見書 19件 

団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書 1グループ 

賃貸施設等に係る意見書 2件 

有料駐車場等に係る意見書 2件 

月極駐車場料金等調査 2団地・10事例以上 

（注１）内訳は別表のとおり。 

 （注２）発注予定数量は、あくまで発注実績等に基づく参考値であり、発注を確約した 

数量ではない。                      

 以 上 
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【発注予定数量内訳表】

NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考

1 既存賃貸住宅賃料調査 野方 東京都中野区野方五丁目7 2

2 既存賃貸住宅賃料調査 南青山三丁目 東京都港区南青山三丁目8-40 2

3 既存賃貸住宅賃料調査 亀戸二丁目 東京都江東区亀戸二丁目6 3

4 既存賃貸住宅賃料調査 大島四丁目 東京都江東区大島四丁目1 6

5 既存賃貸住宅賃料調査 大井六丁目 東京都品川区大井六丁目9-32 4

6 既存賃貸住宅賃料調査 晴海四丁目 東京都晴海４丁目１番１ 2

7 既存賃貸住宅賃料調査 大島六丁目 東京都江東区大島六丁目1 6

8 既存賃貸住宅賃料調査 南六郷二丁目 東京都大田区南六郷二丁目35 2

9 既存賃貸住宅賃料調査 木場二丁目 東京都江東区木場二丁目1-3 1

10 既存賃貸住宅賃料調査 大森中二丁目 東京都大田区大森中二丁目2番1 2

11 既存賃貸住宅賃料調査 毛利二丁目第二 東京都江東区毛利二丁目7番5 2

12 既存賃貸住宅賃料調査 月島一丁目 東京都中央区月島一丁目27-9 6

13 既存賃貸住宅賃料調査 希望ヶ丘 東京都世田谷区船橋六丁目ほか 4

14 既存賃貸住宅賃料調査 上馬二丁目 東京都世田谷区上馬二丁目26-20 2

15 既存賃貸住宅賃料調査 大島七丁目 東京都江東区大島七丁目28番1 4

16 既存賃貸住宅賃料調査 小島町二丁目 東京都江戸川区西葛西三丁目22 3

17 既存賃貸住宅賃料調査 立花一丁目 東京都墨田区立花一丁目26 4

18 既存賃貸住宅賃料調査 福住一丁目 東京都江東区福住一丁目8-8 1

19 既存賃貸住宅賃料調査 下篠崎町 東京都下篠崎町１８番 1

20 既存賃貸住宅賃料調査 北砂五丁目 東京都江東区北砂五丁目20 2

21 既存賃貸住宅賃料調査 南六郷一丁目 東京都大田区南六郷一丁目29 4

22 既存賃貸住宅賃料調査 北砂七丁目 東京都江東区北砂七丁目7-1 3

23 既存賃貸住宅賃料調査 八広五丁目 東京都墨田区八広五丁目7 5

24 既存賃貸住宅賃料調査 船堀一丁目 東京都江戸川区船堀一丁目1 2

25 既存賃貸住宅賃料調査 蒲田本町一丁目 東京都大田区蒲田本町一丁目1 4

26 既存賃貸住宅賃料調査 豊洲四丁目 東京都江東区豊洲四丁目10 4

27 既存賃貸住宅賃料調査 笹塚駅前 東京都渋谷区笹塚一丁目48-19 3

28 既存賃貸住宅賃料調査 東陽パークサイドハイツ 東京都江東区東陽六丁目5-13 2

29 既存賃貸住宅賃料調査 蒲田駅前ハイツ 東京都大田区蒲田五丁目13-26 1

30 既存賃貸住宅賃料調査 木場公園三好住宅 東京都江東区三好三丁目1 2

31 既存賃貸住宅賃料調査 東大島駅前ハイツ 東京都江東区大島七丁目39 1

32 既存賃貸住宅賃料調査 葛西クリーンタウン清新プラザ 東京都江戸川区清新町一丁目3 4

33 既存賃貸住宅賃料調査 品川八潮ＰＴ潮路北第二ハイツ 東京都品川区八潮五丁目3 3

34 既存賃貸住宅賃料調査 木場公園平野住宅 東京都江東区平野二丁目 2

35 既存賃貸住宅賃料調査 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 東京都江戸川区清新町一丁目1 4

36 既存賃貸住宅賃料調査 品川八潮ＰＴ潮路南第一ハイツ 東京都品川区八潮五丁目6 2

37 既存賃貸住宅賃料調査 エステート松江 東京都江戸川区松江七丁目26-1 2

38 既存賃貸住宅賃料調査 品川八潮ＰＴ潮路中央ハイツ 東京都品川区八潮五丁目5 2

39 既存賃貸住宅賃料調査 神田小川町ハイツ 東京都千代田区神田小川町一丁目7 3

40 既存賃貸住宅賃料調査 木場三丁目パークハイツ 東京都江東区木場三丁目6 4

41 既存賃貸住宅賃料調査 大森南二丁目ハイツ 東京都大田区大森南二丁目1 2

42 既存賃貸住宅賃料調査 木場公園平野三丁目ハイツ 東京都江東区平野三丁目3-9 1

43 既存賃貸住宅賃料調査 船堀六丁目パークハイツ 東京都船堀６丁目５番１ほか 5

44 既存賃貸住宅賃料調査 哲学堂公園ハイツ 東京都新宿区西落合2丁目20-1ほか 2

45 既存賃貸住宅賃料調査 エステート北新宿 東京都新宿区北新宿三丁目27-3 2

46 既存賃貸住宅賃料調査 曳舟駅前プラザ 東京都墨田区京島一丁目38-1 3

47 既存賃貸住宅賃料調査 コラム南青山 東京都港区南青山七丁目1-5 2

48 既存賃貸住宅賃料調査 トリニティー芝浦 東京都港区芝浦四丁目13-3 2

49 既存賃貸住宅賃料調査 アンサンブル大井 東京都品川区大井一丁目21-2 2

50 既存賃貸住宅賃料調査 小松川グリーンタウンセーラ小松川 東京都江戸川区小松川一丁目5 2

51 既存賃貸住宅賃料調査 パティオ新蒲田三丁目 東京都大田区新蒲田三丁目7-6 2

52 既存賃貸住宅賃料調査 リバーピア吾妻橋ライフタワー 東京都墨田区吾妻橋一丁目23-30 5

53 既存賃貸住宅賃料調査 エステート千歳希望ヶ丘 東京都船橋７丁目８番 2

54 既存賃貸住宅賃料調査 成城通りパークウエスト 東京都世田谷区上祖師谷四丁目2 2

55 既存賃貸住宅賃料調査 エステート池上 東京都大田区池上八丁目5-8 2

56 既存賃貸住宅賃料調査 デュプレ芝浦 東京都港区芝浦四丁目7-5 2

57 既存賃貸住宅賃料調査 経堂赤堤通り 東京都世田谷区桜上水一丁目1 5

58 既存賃貸住宅賃料調査 シティハイツ烏山 東京都世田谷区北烏山九丁目21-10 2

59 既存賃貸住宅賃料調査 恵比寿ビュータワー 東京都目黒区三田一丁目4-4 2

60 既存賃貸住宅賃料調査 世田谷通りシティハイツ若林 東京都世田谷区若林三丁目10-1 2

61 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール糀谷 東京都大田区西糀谷三丁目23-8 1

62 既存賃貸住宅賃料調査 天王洲ビュータワー 東京都東品川２丁目５番６ 4

63 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西経堂 東京都世田谷区船橋五丁目17 7

64 既存賃貸住宅賃料調査 シーリアお台場三番街 東京都港区台場一丁目3 3

65 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール新蒲田 東京都大田区新蒲田二丁目12番18 2

66 既存賃貸住宅賃料調査 シーリアお台場五番街 東京都台場１丁目５番 6

67 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ大森東 東京都大田区大森東一丁目27(1号棟)･25(3号棟)･14(5号棟) 2

68 既存賃貸住宅賃料調査 スクエアー世田谷桜丘 東京都世田谷区桜丘一丁目2-20 3

69 既存賃貸住宅賃料調査 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ 東京都中央区晴海一丁目6 2

70 既存賃貸住宅賃料調査 晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ 東京都中央区晴海一丁目7-2 2

71 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート世田谷給田 東京都世田谷区給田五丁目八番5 5
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72 既存賃貸住宅賃料調査 ヴェッセル木場南 東京都江東区塩浜二丁目18 2

73 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ南六郷 東京都大田区南六郷三丁目18 2

74 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ月島駅前イースト 東京都中央区月島二丁目1-1 2

75 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート大島 東京都江東区大島六丁目14 2

76 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ亀戸 東京都江東区亀戸二丁目1 2

77 既存賃貸住宅賃料調査 シーリアお台場一番街 東京都台場１丁目１番１号 4

78 既存賃貸住宅賃料調査 オーバルコート大崎ビュープラザ 東京都品川区東五反田二丁目16-2 2

79 既存賃貸住宅賃料調査 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー 東京都中央区晴海一丁目8-5 2

80 既存賃貸住宅賃料調査 コラム神泉 東京都渋谷区神泉町一丁目22 3

81 既存賃貸住宅賃料調査 潮見駅前プラザ一番街 東京都江東区潮見二丁目6-1 3

82 既存賃貸住宅賃料調査 潮見駅前プラザ二番街 東京都江東区潮見二丁目7-1 4

83 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ三軒茶屋 東京都世田谷区野沢一丁目35 2

84 既存賃貸住宅賃料調査 中目黒ゲートタウンハイツ 東京都目黒区上目黒二丁目1-2 2

85 既存賃貸住宅賃料調査 ムーンアイランドタワー 東京都中央区月島二丁目10-1 2

86 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート上馬 東京都世田谷区上馬一丁目1 2

87 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート二子玉川 東京都世田谷区玉川四丁目13-地 4

88 既存賃貸住宅賃料調査 ラ・ヴェール東陽町 東京都江東区塩浜二丁目24-10 2

89 既存賃貸住宅賃料調査 ジェイタワー西大井 東京都品川区西大井一丁目1 2

90 既存賃貸住宅賃料調査 東雲キャナルコートＣＯＤＡＮ 東京都江東区東雲一丁目9 2

91 既存賃貸住宅賃料調査 品川シーサイドビュータワー 東京都品川区東品川四丁目12-9 2

92 既存賃貸住宅賃料調査 芦花公園 東京都世田谷区南烏山二丁目30 4

93 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ汐留 東京都港区海岸一丁目1 2

94 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール成城 東京都世田谷区祖師谷三丁目8-3 2

95 既存賃貸住宅賃料調査 ラ・ヴェール明石町 東京都中央区明石町一丁目7 2

96 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード荻窪 東京都杉並区桃井三丁目17-23他 2

97 既存賃貸住宅賃料調査 トルナーレ日本橋浜町 東京都中央区日本橋浜町三丁目5-30 2

98 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ芦花公園 東京都世田谷区南烏山二丁目34､612 5

99 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール広尾 東京都渋谷区広尾三丁目28-7 2

100 既存賃貸住宅賃料調査 イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー 東京都江東区白河四丁目2-27 2

101 既存賃貸住宅賃料調査 豊洲シエルタワー 東京都江東区豊洲五丁目5-1 3

102 既存賃貸住宅賃料調査 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 東京都品川区大崎1丁目2-3 3

103 既存賃貸住宅賃料調査 リガーレ日本橋人形町 東京都日本橋人形町１丁目１１番ほか 3

104 既存賃貸住宅賃料調査 イーストコア曳舟二番館 東京都墨田区京島一丁目1 2

105 既存賃貸住宅賃料調査 中目黒アトラスタワー 東京都目黒区上目黒一丁目2 4

106 既存賃貸住宅賃料調査 ベイシティ晴海スカイリンクタワー 東京都中央区晴海三丁目6-8 4

107 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール荻窪 東京都杉並区荻窪三丁目7-1他 2

108 既存賃貸住宅賃料調査 勝どきビュータワー 東京都中央区勝どき一丁目8-1 3

109 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール恵比寿 東京都渋谷区恵比寿西二丁目8-7他 2

110 既存賃貸住宅賃料調査 品川ハートビュータワー 東京都港南１丁目８番２３ 3

111 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール中野新橋 東京都中野区弥生町三丁目6-12 3

112 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール品川西大井 東京都品川区二葉四丁目412-1 3

113 既存賃貸住宅賃料調査 目白 東京都豊島区目白２丁目２７番１３ 1

114 既存賃貸住宅賃料調査 花畑 東京都足立区花畑５丁目１０番ほか 11

115 既存賃貸住宅賃料調査 志村一丁目 東京都板橋区志村１丁目１番２ 2

116 既存賃貸住宅賃料調査 竹の塚第一 東京都足立区竹の塚３丁目ほか 4

117 既存賃貸住宅賃料調査 竹の塚第二 東京都足立区竹ノ塚一丁目6 5

118 既存賃貸住宅賃料調査 竹の塚第三 東京都足立区竹ノ塚六丁目4 4

119 既存賃貸住宅賃料調査 栗原 東京都足立区栗原二丁目6 6

120 既存賃貸住宅賃料調査 日の出町 東京都足立区日ノ出町２７番 5

121 既存賃貸住宅賃料調査 金町駅前 東京都葛飾区東金町１丁目３６番 6

122 既存賃貸住宅賃料調査 東池袋四丁目 東京都豊島区東池袋四丁目6番3 1

123 既存賃貸住宅賃料調査 江北六丁目 東京都足立区江北６丁目２７番ほか 4

124 既存賃貸住宅賃料調査 高島平 東京都板橋区高島平２丁目、３丁目 6

125 既存賃貸住宅賃料調査 豊島五丁目 東京都北区豊島５丁目４ほか 4

126 既存賃貸住宅賃料調査 練馬北町一丁目 東京都練馬区北町１丁目１１番１２ 4

127 既存賃貸住宅賃料調査 むつみ台 東京都練馬区光が丘１丁目 3

128 既存賃貸住宅賃料調査 成増二丁目 東京都板橋区成増２丁目９番５ 4

129 既存賃貸住宅賃料調査 東四ツ木二丁目 東京都葛飾区東四つ木２丁目８番１２ 4

130 既存賃貸住宅賃料調査 王子五丁目 東京都北区王子５丁目２番 6

131 既存賃貸住宅賃料調査 新田二丁目 東京都足立区新田２丁目３番１６号 4

132 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽北二丁目 東京都北区赤羽北２丁目１５番 3

133 既存賃貸住宅賃料調査 大谷田一丁目 東京都足立区大谷田１丁目１番 5

134 既存賃貸住宅賃料調査 東四ッ木二丁目第二 東京都葛飾区東四つ木二丁目4番3 4

135 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第三 東京都葛飾区青戸３丁目１１番 4

136 既存賃貸住宅賃料調査 金町第二 東京都葛飾区南水元３丁目６番 4

137 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第四 東京都葛飾区青戸四丁目25 4

138 既存賃貸住宅賃料調査 北大塚二丁目 東京都豊島区北大塚二丁目24番20 4

139 既存賃貸住宅賃料調査 金町五丁目 東京都葛飾区金町５丁目３番 4

140 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽南一丁目 東京都北区赤羽南１丁目１６番 5

141 既存賃貸住宅賃料調査 舟渡二丁目 東京都板橋区舟渡２丁目１６番 2

142 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第五 東京葛飾区青戸三丁目9番1 2
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143 既存賃貸住宅賃料調査 浮間三丁目エステート 東京都北区浮間三丁目1 2

144 既存賃貸住宅賃料調査 リバーサイド桜木 東京都足立区千住桜木２丁目１７番 2

145 既存賃貸住宅賃料調査 西新小岩リバーハイツ 東京葛飾区西新小岩2丁目1 2

146 既存賃貸住宅賃料調査 エステート東新小岩 東京葛飾区東新小岩二丁目10ほか 1

147 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴゆりの木通り北 東京都板橋区赤塚新町３丁目３２番 2

148 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴ公園南 東京都練馬区光が丘五丁目６ 1

149 既存賃貸住宅賃料調査 エステート西台 東京都板橋区西台４丁目８番２０ 2

150 既存賃貸住宅賃料調査 坂下けやき台ハイツ 東京都板橋区坂下２丁目１番 1

151 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴ大通り南 東京都練馬区光が丘七丁目３ 1

152 既存賃貸住宅賃料調査 エステート堀切 東京都葛飾区堀切七丁目19－13 1

153 既存賃貸住宅賃料調査 エステート東堀切 東京都葛飾区東堀切二丁目21－10 1

154 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴいちょう通り八番街 東京都練馬区光が丘３丁目８番 3

155 既存賃貸住宅賃料調査 メゾン堀切七丁目 東京都葛飾区堀切７丁目２２番２３ 2

156 既存賃貸住宅賃料調査 メゾン堀切八丁目 東京都葛飾区堀切八丁目３番２０ 2

157 既存賃貸住宅賃料調査 本郷真砂アーバンハイツ 東京都文京区本郷四丁目8番2 2

158 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽北二丁目ハイツ 東京都北区赤羽北二丁目２２番１０ 1

159 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ加賀 東京都板橋区加賀１丁目１０番１４ 2

160 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴ四季の香弐番街 東京都練馬区光が丘５丁目２番 2

161 既存賃貸住宅賃料調査 アンサンブル大山西 東京都板橋区大山西町３番１０ 1

162 既存賃貸住宅賃料調査 神谷堀公園ハイツ 東京都北区神谷１丁目３番 3

163 既存賃貸住宅賃料調査 エステート前野町 東京都板橋区前野町２丁目１番 2

164 既存賃貸住宅賃料調査 南千住七丁目ハイツ 東京都荒川区南千住７丁目３１番３ 2

165 既存賃貸住宅賃料調査 アンサンブル宮地 東京都荒川区荒川３丁目７６番１ 2

166 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴプロムナード十番街 東京都練馬区光が丘二丁目１０番１１ 1

167 既存賃貸住宅賃料調査 すまいる亀有 東京都葛飾区亀有１丁目１０番 2

168 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴ大通り中央 東京都練馬区光が丘三丁目９番１ほか 1

169 既存賃貸住宅賃料調査 ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌゆりの木通り東 東京都板橋区赤塚新町３丁目３４ほか 2

170 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ高松 東京都練馬区高松四丁目２７番３ 1

171 既存賃貸住宅賃料調査 新蓮根 東京都板橋区蓮根２丁目３０番ほか 2

172 既存賃貸住宅賃料調査 トレーフル東池袋 東京都豊島区東池袋五丁目２６番８ 1

173 既存賃貸住宅賃料調査 ビオトープしたや 東京都台東区下谷３丁目１４番３ 2

174 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第一 東京都葛飾区青戸３丁目１５番ほか 12

175 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ東新小岩 東京都葛飾区東新小岩３丁目８番 2

176 既存賃貸住宅賃料調査 パークサイド石神井 東京都練馬区石神井台３丁目２６番ほか 2

177 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ西新井 東京都足立区西新井栄町３丁目１番１号 2

178 既存賃貸住宅賃料調査 にしき平和台 東京都練馬区錦２丁目５番ほか 2

179 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽アボードⅡ 東京都北区赤羽西１丁目６番１号 2

180 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西新井第一 東京都足立区西新井１丁目３３番ほか 2

181 既存賃貸住宅賃料調査 アーベイン神谷 東京都北区神谷三丁目１１番１ 1

182 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ目白駅前 東京都豊島区目白１丁目４番１５ 2

183 既存賃貸住宅賃料調査 アクシス東四つ木 東京都葛飾区東四つ木２丁目 2

184 既存賃貸住宅賃料調査 フレーシェル王子神谷 東京都北区豊島八丁目２７番１ほか 1

185 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ大山西町 東京都板橋区大山西町１７番８ 2

186 既存賃貸住宅賃料調査 リバーハープタワー南千住 東京都荒川区南千住４丁目９番１ほか 2

187 既存賃貸住宅賃料調査 エルアージュ小石川 東京都文京区小石川１丁目１７番１ 2

188 既存賃貸住宅賃料調査 板橋ビュータワー 東京都板橋区板橋１丁目５３番１２ 3

189 既存賃貸住宅賃料調査 アクシス台東 東京都台東区台東１丁目２５番１２ 2

190 既存賃貸住宅賃料調査 金町第一 東京都葛飾区東金町２丁目２４番ほか 3

191 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西新井第二 東京都足立区西新井２丁目３番ほか 1

192 既存賃貸住宅賃料調査 大泉学園ゆめりあタワー 東京都練馬区東大泉５丁目４３番１ 2

193 既存賃貸住宅賃料調査 リバーハープコート南千住 東京都荒川区南千住三丁目41番 2

194 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第二 東京都葛飾区青戸４丁目２７番ほか 2

195 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田一番街 東京都足立区新田３丁目３６ 3

196 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ上池袋 東京都豊島区上池袋１丁目３９番１０ 2

197 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘ＰＴゆりの木通り３３番街 東京都板橋区赤塚新町３番３３ 2

198 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田二番街 東京都足立区新田３丁目３６番 3

199 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール本駒込 東京都文京区本駒込２丁目１２番１６ 2

200 既存賃貸住宅賃料調査 ヌーヴェル赤羽台 東京都北区赤羽台２丁目３番ほか 5

201 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田三番街 東京都足立区新田３丁目３５番 2

202 既存賃貸住宅賃料調査 パークタウン東綾瀬 東京都足立区東綾瀬２丁目８番ほか 3

203 既存賃貸住宅賃料調査 ヴァンガードタワー 東京都豊島区東池袋３丁目２１番 2

204 既存賃貸住宅賃料調査 サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー 東京都荒川区西日暮里２丁目２０番１ 4

205 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西新井中央公園 東京都足立区西新井三丁目16番ほか 1

206 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール西ケ原 東京都北区西ケ原１丁目３１番２６ 2

207 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田四番街 東京都足立区新田３丁目３５番 4

208 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール根岸 東京都台東区根岸３丁目１２番２３ 2

209 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール町屋 東京都荒川区荒川２丁目４８番１１ 2

210 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール東池袋 東京都豊島区東池袋五丁目１５番１３ 1

211 既存賃貸住宅賃料調査 東伏見 東京都西東京市富士町１丁目７番 1

212 既存賃貸住宅賃料調査 ひばりが丘 東京都東久留米市ひばりが丘団地ほか 1

213 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹駅前第二 東京都三鷹市下連雀３丁目２８番２１ 2
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214 既存賃貸住宅賃料調査 南台 東京都東村山市富士見町１丁目１４番 2

215 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹駅前第一 東京都三鷹市下連雀３丁目２８番２３ 1

216 既存賃貸住宅賃料調査 小平 東京都小平市喜平町３丁目 8

217 既存賃貸住宅賃料調査 神代 東京都調布市西つつじケ丘４丁目２３番ほか 10

218 既存賃貸住宅賃料調査 国立富士見台 東京都国立市富士見台１丁目７番ほか 9

219 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹駅前第三 東京都三鷹市下連雀３丁目２８番２０ 3

220 既存賃貸住宅賃料調査 けやき台 東京都立川市若葉町１丁目１３番２ 6

221 既存賃貸住宅賃料調査 東中神 東京都昭島市玉川町１丁目３番１ほか 3

222 既存賃貸住宅賃料調査 清瀬旭が丘 東京都清瀬市旭が丘２丁目ほか 4

223 既存賃貸住宅賃料調査 鶴川 東京都町田市鶴川５丁目４番ほか 6

224 既存賃貸住宅賃料調査 町田山崎 東京都町田市山崎町２１３０番 5

225 既存賃貸住宅賃料調査 滝山 東京都東久留米市滝山６丁目１番 5

226 既存賃貸住宅賃料調査 小平駅南口 東京都小平市美園町１丁目３３番１ 2

227 既存賃貸住宅賃料調査 百草 東京都日野市百草９９９番ほか 4

228 既存賃貸住宅賃料調査 藤の台 東京都町田市藤の台１丁目1 5

229 既存賃貸住宅賃料調査 高幡台 東京都日野市程久保６５０番 4

230 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン永山 東京都多摩市永山４丁目ほか 9

231 既存賃貸住宅賃料調査 立川幸町 東京都立川市幸町４丁目52番１号 7

232 既存賃貸住宅賃料調査 立川若葉町 東京都立川市若葉町４丁目２５番１ほか 9

233 既存賃貸住宅賃料調査 羽村 東京都羽村市富士見平２丁目９番ほか 3

234 既存賃貸住宅賃料調査 萩山 東京都東村山市萩山町２丁目２番 3

235 既存賃貸住宅賃料調査 深大寺町 東京都調布市深大寺元町１丁目１１番１ 2

236 既存賃貸住宅賃料調査 福生 東京都福生市南田園２丁目７番 4

237 既存賃貸住宅賃料調査 館ヶ丘 東京都八王子市館町１０９７番 3

238 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン貝取 東京都多摩市貝取５丁目ほか 3

239 既存賃貸住宅賃料調査 車返 東京都府中市押立町１丁目２４番ほか 2

240 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン豊ヶ丘 東京都多摩市豊ヶ丘２丁目ほか 2

241 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン松が谷 東京都八王子市松が谷２７番ほか 3

242 既存賃貸住宅賃料調査 日野大久保 東京都日野市大坂上４丁目１０番１ 2

243 既存賃貸住宅賃料調査 南原台 東京都八王子市大和田町１丁目２ 2

244 既存賃貸住宅賃料調査 成瀬駅前ﾊｲﾂ 東京都町田市南成瀬１丁目２番１ 3

245 既存賃貸住宅賃料調査 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ寺田 東京都八王子市寺田町４３２番 2

246 既存賃貸住宅賃料調査 昭島つつじヶ丘ﾊｲﾂ 東京都昭島市つつじが丘３丁目４番ほか 2

247 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート鶴牧-５ 東京都多摩市鶴牧５丁目１番 1

248 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート貝取 東京都多摩市貝取１丁目45番 2

249 既存賃貸住宅賃料調査 ﾆｭｰﾀｳﾝ小山田桜台 東京都町田市小山田桜台２丁目４番ほか 2

250 既存賃貸住宅賃料調査 清瀬旭ヶ丘第二 東京都清瀬市旭が丘５丁目４番 1

251 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン落合六丁目ハイツ 東京都多摩市落合６丁目１番 1

252 既存賃貸住宅賃料調査 立川一番町東 東京都立川市一番町６丁目８番１ 3

253 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンｼﾃｨﾊｲﾂ南大沢 東京都八王子市南大沢４丁目１０番 2

254 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート聖ヶ丘－２ 東京都多摩市聖ヶ丘二丁目25号 1

255 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン諏訪一丁目ハイツ 東京都多摩市諏訪１丁目66番 2

256 既存賃貸住宅賃料調査 富士見台 東京都東村山市富士見町１丁目２番６３ほか 4

257 既存賃貸住宅賃料調査 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ田無向台 東京都西東京市向台町５丁目４番 2

258 既存賃貸住宅賃料調査 狛江ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ 東京都狛江市和泉本町１丁目３６番４ 1

259 既存賃貸住宅賃料調査 清瀬駅前ﾊｲﾂ 東京都清瀬市元町１丁目３番 2

260 既存賃貸住宅賃料調査 立川一番町東第二 東京都立川市一番町６丁目１７番地７０ 1

261 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンﾒｿﾞﾝ聖ヶ丘-１ 東京都多摩市聖ヶ丘１丁目１３番 2

262 既存賃貸住宅賃料調査 八王子ﾊﾟｰｸﾋﾙ宇津木台 東京都八王子市久保山町２丁目４６番２ 2

263 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ豊ヶ丘‐1.2 東京都多摩市豊ヶ丘１丁目４０番地ほか 2

264 既存賃貸住宅賃料調査 滝山東 東京都東久留米市滝山６丁目 2

265 既存賃貸住宅賃料調査 ｴｽﾃｰﾄ大南公園 東京都武蔵村山市大南４丁目２１番１ほか 2

266 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンﾘﾍﾞﾚ向陽台 東京都稲城市向陽台５丁目１０番 4

267 既存賃貸住宅賃料調査 南台第二 東京都東村山市富士見町１丁目１４番　 2

268 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンライフステージ豊ヶ丘-１ 東京都多摩市豊ヶ丘１丁目５８番 2

269 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンﾍﾞﾙｺﾘｰﾇ南大沢 東京都八王子市南大沢５丁目 2

270 既存賃貸住宅賃料調査 ｼﾃｨﾊｲﾂ日野旭ヶ丘 東京都日野市旭が丘四丁目7番地５号 2

271 既存賃貸住宅賃料調査 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ車返南 東京都府中市押立町１丁目１６番 2

272 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンｺﾘﾅｽ長池 東京都八王子市別所２丁目１２番ほか 2

273 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ向陽台 東京都稲城市向陽台４丁目４番２ 6

274 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンプラザ永山 東京都多摩市永山一丁目３番３号 4

275 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンﾋﾞｽﾀﾉｰﾚ向陽台 東京都稲城市向陽台６丁目１１番 4

276 既存賃貸住宅賃料調査 新柳沢 東京都西東京市柳沢３丁目４番 7

277 既存賃貸住宅賃料調査 ﾄﾜｺｰﾄ西八王子 東京都八王子市台町３丁目２１番 2

278 既存賃貸住宅賃料調査 エステート富士見台 東京都東村山市富士見町１丁目８番８号 2

279 既存賃貸住宅賃料調査 府中ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 東京都府中市晴見町１丁目２８番ほか 6

280 既存賃貸住宅賃料調査 ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ美住一番街 東京都東村山市美住町１丁目４番１ 5

281 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り北 東京都八王子市別所２丁目42番 2

282 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン南大沢学園二番街 東京都八王子市上柚木３丁目５番 2

283 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン蓮生寺公園通り二番街 東京都八王子市別所１丁目３１番 1

284 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート愛宕 東京都多摩市愛宕４丁目３５番１ 1
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285 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り南 東京都八王子市別所２丁目46番 1

286 既存賃貸住宅賃料調査 プラザ新小金井 東京都小金井市東町四丁目４番 2

287 既存賃貸住宅賃料調査 ｼﾃｨﾊｲﾂ調布小島町 東京都調布市小島町３丁目５１番２ 2

288 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンハイツ武蔵境通り 東京都西東京市新町１丁目４番 2

289 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン南大沢学園四番街 東京都八王子市上柚木３丁目１０番 2

290 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン長峰杜の一番街 東京都稲城市長峰３丁目２番 2

291 既存賃貸住宅賃料調査 新川・島屋敷通り 東京都三鷹市新川５丁目６番ほか 4

292 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ゆかり壱番街 東京都国分寺泉町三丁目 2

293 既存賃貸住宅賃料調査 武蔵野緑町ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ 東京都武蔵野市緑町２丁目３番 10

294 既存賃貸住宅賃料調査 ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ東伏見 東京都西東京市富士町１丁目７番 2

295 既存賃貸住宅賃料調査 ｺﾝﾌｫｰﾙ拝島 東京都昭島市松原町４丁目１番５ 2

296 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンステラ聖ヶ丘 東京都多摩市聖ヶ丘１丁目２６番 2

297 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンヒル八王子南 東京都八王子市子安町３丁目35番22号 2

298 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート下連雀 東京都三鷹市下連雀五丁目８番 2

299 既存賃貸住宅賃料調査 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 東京都八王子市みなみ野１丁目１１番 2

300 既存賃貸住宅賃料調査 いちょう並木国立 東京都国立市北３丁目３５番１ほか 8

301 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン南大沢絹の道一番街 東京都八王子市鑓水２丁目８１番 2

302 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンﾋﾞｭｰｺｰﾄ若葉台 東京都稲城市若葉台４丁目３３番 2

303 既存賃貸住宅賃料調査 八王子みなみ野シティヴェルディールふれあい通り 東京都八王子市みなみ野１丁目９番 2

304 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート立川曙町 東京都立川市曙町三丁目１８番２２号 2

305 既存賃貸住宅賃料調査 聖蹟桜ヶ丘ビュータワー 東京都多摩市関戸４丁目７２番 2

306 既存賃貸住宅賃料調査 サンヴァリエ桜堤 東京都武蔵野市桜堤１丁目１番ほか 7

307 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ゆかり四番街 東京都国分寺市泉町２丁目８番１ 2

308 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ立川 東京都立川市曙町１丁目３２番４２ 2

309 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウングランピア南大沢 東京都八王子市上柚木２丁目６３番 3

310 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンビューコート別所 東京都八王子市別所１丁目３８番地３ 2

311 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンタウン小金井 東京都小金井市緑町４丁目１２番 3

312 既存賃貸住宅賃料調査 ココスクエア国領 東京都調布市国領町三丁目１番３８号 2

313 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザひばりヶ丘南 東京都西東京市谷戸町一丁目２２番 2

314 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ゆかり参番街 東京都国分寺市泉町二丁目５番 2

315 既存賃貸住宅賃料調査 アートアベニュー立川 東京都立川市曙町３丁目１７番３０ 2

316 既存賃貸住宅賃料調査 多摩平の森 東京都日野市多摩平４丁目７番ほか 2

317 既存賃貸住宅賃料調査 シティハイツ吉祥寺通り 東京都三鷹市下連雀五丁目３番 2

318 既存賃貸住宅賃料調査 ライフタウン国領 東京都調布市国領町８丁目２番９ 2

319 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹台 東京都三鷹市牟礼２丁目１４番 5

320 既存賃貸住宅賃料調査 ビュータワー八王子 東京都八王子市八日町８番１号 2

321 既存賃貸住宅賃料調査 牟礼 東京都三鷹市牟礼６丁目２３番１号 4

322 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ立川 東京都立川市曙町２丁目４２番２３号 2

323 既存賃貸住宅賃料調査 ひばりが丘パークヒルズ 東京都西東京市ひばりが丘３丁目５番ほか 4

324 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンヒルズ東久留米 東京都東久留米市上の原１丁目３番ほか 4

325 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ライフタワー 東京都国分寺市泉町二丁目９番１号 2

326 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール東中神 東京都昭島市もくせいの杜一丁目４番１号 2

327 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平 千葉県松戸市常盤平2、3、4、5、6、7丁目 2

328 既存賃貸住宅賃料調査 高根台 千葉県船橋市高根台3、5丁目 2

329 既存賃貸住宅賃料調査 豊四季台 千葉県柏市豊四季台1-1、2-1、3-1、4-1 1

330 既存賃貸住宅賃料調査 千草台 千葉県千葉市稲毛区千草台1丁目ほか 4

331 既存賃貸住宅賃料調査 あやめ台 千葉県千葉市稲毛区あやめ台2番ほか 4

332 既存賃貸住宅賃料調査 習志野台 千葉県船橋市習志野台3-5、6-7、6-8 6

333 既存賃貸住宅賃料調査 袖ヶ浦 千葉県習志野市袖ヶ浦2、3 6

334 既存賃貸住宅賃料調査 袖ヶ浦（パークタウン津田沼） 千葉県習志野市津田沼7-18 2

335 既存賃貸住宅賃料調査 習志野台市街地住宅 千葉県船橋市習志野台3-2 2

336 既存賃貸住宅賃料調査 花見川 千葉県千葉市花見川区花見川1、2、3、4、5、8、9 5

337 既存賃貸住宅賃料調査 前原西二丁目 千葉県船橋市前原西2-39-8 1

338 既存賃貸住宅賃料調査 小金原 千葉県松戸市小金原3丁目18、6丁目13 2

339 既存賃貸住宅賃料調査 千葉幸町 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目12-5 4

340 既存賃貸住宅賃料調査 若松二丁目 千葉県船橋市若松2 5

341 既存賃貸住宅賃料調査 稲毛駅前 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-6-1 2

342 既存賃貸住宅賃料調査 湖北台 千葉県我孫子市湖北台7丁目 4

343 既存賃貸住宅賃料調査 米本 千葉県八千代市米本1359 4

344 既存賃貸住宅賃料調査 千葉弁天町 千葉県千葉市中央区弁天町2-23-1 4

345 既存賃貸住宅賃料調査 金杉台 千葉県船橋市金杉台1、2 2

346 既存賃貸住宅賃料調査 高津 千葉県八千代市高津832、934 3

347 既存賃貸住宅賃料調査 検見川町三丁目 千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目304番1 2

348 既存賃貸住宅賃料調査 さつきが丘 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目ほか 4

349 既存賃貸住宅賃料調査 高洲第一 千葉県千葉市美浜区高洲2、3丁目 3

350 既存賃貸住宅賃料調査 真砂第一 千葉県千葉市美浜区真砂4、5丁目 6

351 既存賃貸住宅賃料調査 梨香台 千葉県松戸市高塚新田512-10ほか 3

352 既存賃貸住宅賃料調査 野菊野 千葉県松戸市野菊野1ほか 3

353 既存賃貸住宅賃料調査 牧の原 千葉県松戸市牧の原435-1ほか 5

354 既存賃貸住宅賃料調査 真砂第二 千葉県千葉市美浜区真砂3-13 6

355 既存賃貸住宅賃料調査 行田 千葉県船橋市行田2-2、3-1 4
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356 既存賃貸住宅賃料調査 村上 千葉県八千代市村上1113番1 4

357 既存賃貸住宅賃料調査 芝山 千葉県船橋市芝山1-40、2-5、3-10 5

358 既存賃貸住宅賃料調査 大津ヶ丘 千葉県柏市大津ヶ丘3-1、4-5 1

359 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン加良部四丁目 千葉県成田市加良部4 2

360 既存賃貸住宅賃料調査 浦安ニューシティ美浜西エステート 千葉県浦安市美浜2 3

361 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン清水口 千葉県白井市清水口2-4 2

362 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン堀込 千葉県白井市堀込1-5 1

363 既存賃貸住宅賃料調査 習志野海浜秋津 千葉県習志野市秋津2-4、2-5、2-6 3

364 既存賃貸住宅賃料調査 ハイタウン塩浜 千葉県市川市塩浜4-2、4-3 4

365 既存賃貸住宅賃料調査 サニータウンにれの木台 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘2-1 2

366 既存賃貸住宅賃料調査 北柏ライフタウン松葉町一丁目 千葉県柏市松葉町1-12 1

367 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン内野 千葉県印西市内野2-5 2

368 既存賃貸住宅賃料調査 エステート江戸川台 千葉県流山市江戸川台西3-31-1 2

369 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュ―タウン高花 千葉県印西市高花1-6 2

370 既存賃貸住宅賃料調査 谷津パ―クタウン弐番街 千葉県習志野市谷津3-1 2

371 既存賃貸住宅賃料調査 谷津パ―クタウン参番街 千葉県習志野市谷津3-1 2

372 既存賃貸住宅賃料調査 クレール志津 千葉県佐倉市西志津三丁目1 2

373 既存賃貸住宅賃料調査 大久保 千葉県習志野市本大久保2-4 2

374 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンプロムナード桜台３番街 千葉県白井市桜台2-3 2

375 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト２１望海の街 千葉県浦安市明海4丁目2番 2

376 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンプラザ西白井２番街 千葉県白井市けやき台2丁目2番 2

377 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード北松戸 千葉県松戸市新作134番地の5ほか 2

378 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンタウン光ヶ丘 千葉県柏市光ヶ丘団地3番 2

379 既存賃貸住宅賃料調査 稲毛海岸駅前プラザ 千葉県千葉市美浜区高洲三丁目６番ほか 2

380 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ＮＴアバンドーネ原４番街 千葉県印西市原4丁目4番地 2

381 既存賃貸住宅賃料調査 パークサイド鎌ヶ谷 千葉県鎌ヶ谷市東中沢2丁目 3

382 既存賃貸住宅賃料調査 八千代ゆりのき台パークシティ 千葉県八千代市ゆりのき台3-7 2

383 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス15番街 千葉県千葉市美浜区打瀬2丁目10番 2

384 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目417番6 2

385 既存賃貸住宅賃料調査 アルビス前原 千葉県船橋市前原西六丁目1番地 2

386 既存賃貸住宅賃料調査 ヴェルディール市川南 千葉県市川市市川南二丁目 2

387 既存賃貸住宅賃料調査 アートヒル高根台 千葉県船橋市高根台1丁目 2

388 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ園生 千葉県千葉市稲毛区園生町1107番1 2

389 既存賃貸住宅賃料調査 I-linKﾀｳﾝいちかわ ｻﾞ ﾀﾜｰｽﾞ ｲｰｽﾄ 千葉県市川市市川南１丁目１番 2

390 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール柏豊四季台 千葉県柏市豊四季台３丁目１番 3

391 既存賃貸住宅賃料調査 取手井野 茨城県取手市井野団地 3

392 既存賃貸住宅賃料調査 戸頭 茨城県取手市戸頭 3

393 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・さくら 茨城県つくば市竹園一丁目8番－14 2

394 既存賃貸住宅賃料調査 ｴｽｶｰﾄﾞ牛久駅前ﾊｲﾂ 茨城県牛久市牛久町280 2

395 既存賃貸住宅賃料調査 取手井野第二 茨城県取手市井野2丁目3番30 2

396 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・二の宮 茨城県つくば市二ノ宮四丁目8番地の3 4

397 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・春日 茨城県つくば市春日2-37-1 3

398 既存賃貸住宅賃料調査 つくば松代四丁目 茨城県つくば市松代四丁目22 4

399 既存賃貸住宅賃料調査 竹園 茨城県つくば市竹園三丁目21-1 2

400 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・並木四丁目 茨城県つくば市並木四丁目1-1 2

401 既存賃貸住宅賃料調査 ｱｸﾃｨ佐貫 茨城県竜ケ崎市佐貫町740 2

402 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平駅前 千葉県松戸市常盤平3-1-1 1

403 既存賃貸住宅賃料調査 千葉出洲港 千葉市中央区出洲港7 1

404 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平中央 千葉県松戸市常盤平3-30-2 1

405 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平一丁目 千葉県松戸市常盤平1-29-3 1

406 既存賃貸住宅賃料調査 高洲第二 千葉県千葉市美浜区高洲4ほか 2

407 既存賃貸住宅賃料調査 みつわ台 千葉県千葉市若葉区みつわ台3-4 2

408 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン加良部一丁目 千葉県成田市加良部1-7 1

409 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン加良部五丁目 千葉県成田市加良部5-3ほか 1

410 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン橋賀台 千葉県成田市橋賀台1-1ほか 2

411 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン吾妻南 千葉県成田市吾妻2-1 1

412 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン小室ハイランド 千葉県船橋市小室町906ほか 1

413 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平セントラルハイツ 千葉県松戸市常盤平3-27-2 1

414 既存賃貸住宅賃料調査 エステート市川大洲 千葉県市川市大洲3-16-13 1

415 既存賃貸住宅賃料調査 幕張四丁目 千葉県千葉市花見川区幕張町4-544-14 1

416 既存賃貸住宅賃料調査 大津ヶ丘第二 千葉県柏市大津ヶ丘3-17 1

417 既存賃貸住宅賃料調査 ハイタウン塩浜第二 千葉県市川市塩浜4-2ほか 1

418 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平けやき通り住宅 千葉県松戸市常盤平7-20-3 1

419 既存賃貸住宅賃料調査 エステート登戸 千葉県千葉市中央区登戸1-18-25 1

420 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト２１フォーラム海風の街 千葉県浦安市日の出1-3 2

421 既存賃貸住宅賃料調査 豊四季台第二 千葉県柏市豊四季台2-1 1

422 既存賃貸住宅賃料調査 行田第二 千葉県船橋市行田3-2 1

423 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 千葉県印西市小倉台1-4ほか 1

424 既存賃貸住宅賃料調査 八千代ゆりのき台ライフタワー 千葉県八千代市ゆりのき台4-5ほか 1

425 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ北松戸 千葉県松戸市上本郷364-3 1

426 既存賃貸住宅賃料調査 ピコティ北小金 千葉県松戸市小金1ほか 1
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427 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト２１潮音の街 千葉県浦安市高洲6-1 2

428 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン堀込第二 千葉県白井市堀込1-2 1

429 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス７番街 千葉県千葉市美浜区打瀬1-5 2

430 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンミラリオ 千葉県千葉市美浜区打瀬2-22 2

431 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウングリーンプラザ滝野 千葉県印西市滝野3-7 1

432 既存賃貸住宅賃料調査 稲毛海岸駅前プラザボナージュ稲毛海岸 千葉県千葉市美浜区高洲3-5-6 1

433 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンプロムナード桜台１２番街 千葉県白井市桜台2-12 1

434 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト２１海園の街 千葉県浦安市明海3-2 2

435 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール浦安弁天 千葉県浦安市弁天1-21 1

436 既存賃貸住宅賃料調査 エステート荒工山 千葉県柏市東2-2 1

437 既存賃貸住宅賃料調査 ウインズタウン稲毛海岸 千葉県千葉市美浜区高浜1-14ほか 1

438 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス２０番街 千葉県千葉市美浜区打瀬3-4 2

439 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンミラマール 千葉県千葉市美浜区打瀬3-6 2

440 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンアバンドーネ原１番街 千葉県印西市原4-1 1

441 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ八千代台 千葉県八千代市八千代台西6-2 1

442 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス２２番街 千葉県千葉市美浜区打瀬3-9 1

443 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール稲毛小仲台 千葉県千葉市稲毛区小仲台3-14 1

444 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・吾妻一丁目 千葉県つくば市吾妻一丁目4-3 1

445 既存賃貸住宅賃料調査 菊名池 神奈川県横浜市港北区菊名1-8-12 1

446 既存賃貸住宅賃料調査 福富町西通 神奈川県横浜市中区福富町西通52 2

447 既存賃貸住宅賃料調査 蒔田 神奈川県横浜市南区蒔田町伊勢山841-1 2

448 既存賃貸住宅賃料調査 公田町 神奈川県横浜市栄区公田町740 2

449 既存賃貸住宅賃料調査 辻堂 神奈川県藤沢市辻堂西海岸二丁目 5

450 既存賃貸住宅賃料調査 浜見平 神奈川県茅ヶ崎市浜見平6-2 1

451 既存賃貸住宅賃料調査 武蔵中原 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目27-5 2

452 既存賃貸住宅賃料調査 善行 神奈川県藤沢市善行団地 6

453 既存賃貸住宅賃料調査 相模台 神奈川県相模原市南台相模台団地 10

454 既存賃貸住宅賃料調査 睦町 神奈川県横浜市南区睦町1-15-15 1

455 既存賃貸住宅賃料調査 青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-7-5 2

456 既存賃貸住宅賃料調査 新城第二 神奈川県川崎市中原区新城1-3-1 2

457 既存賃貸住宅賃料調査 鶴が台 神奈川県茅ヶ崎市鶴ヶ台 6

458 既存賃貸住宅賃料調査 飯島 神奈川県横浜市栄区飯島町527 6

459 既存賃貸住宅賃料調査 左近山 神奈川県横浜市旭区左近山16-1 3

460 既存賃貸住宅賃料調査 金沢文庫第一 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-5-1 2

461 既存賃貸住宅賃料調査 金沢文庫第四 神奈川県横浜市金沢区泥亀一丁目25-4 1

462 既存賃貸住宅賃料調査 上和田 神奈川県大和市上和田2412 6

463 既存賃貸住宅賃料調査 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 3

464 既存賃貸住宅賃料調査 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台三丁目13 6

465 既存賃貸住宅賃料調査 西ひかりが丘 神奈川県横浜市旭区上白根町891 3

466 既存賃貸住宅賃料調査 海岸通四丁目 神奈川県横浜市中区海岸通4-23-1 4

467 既存賃貸住宅賃料調査 子母口 神奈川県川崎市高津区子母口458-3 4

468 既存賃貸住宅賃料調査 井土ヶ谷東 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町215-1 4

469 既存賃貸住宅賃料調査 南太田 神奈川県横浜市南区南太田三丁目18-1 1

470 既存賃貸住宅賃料調査 奈良北 神奈川県横浜市青葉区奈良町2913 6

471 既存賃貸住宅賃料調査 くぬぎ台 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1404 6

472 既存賃貸住宅賃料調査 西菅田 神奈川県横浜市神奈川区菅田町488 5

473 既存賃貸住宅賃料調査 磯子三丁目 神奈川県横浜市磯子区磯子3-6 4

474 既存賃貸住宅賃料調査 下大槻 神奈川県秦野市下大槻410 6

475 既存賃貸住宅賃料調査 鶴見町 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目20-9 6

476 既存賃貸住宅賃料調査 峰沢町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町35-1 1

477 既存賃貸住宅賃料調査 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 6

478 既存賃貸住宅賃料調査 本郷町 神奈川県横浜市中区本郷町2-50 4

479 既存賃貸住宅賃料調査 南神大寺 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-9 4

480 既存賃貸住宅賃料調査 南永田 神奈川県横浜市南区永田みなみ台2 5

481 既存賃貸住宅賃料調査 すすき野 神奈川県横浜市青葉区すすき野3-6-1 2

482 既存賃貸住宅賃料調査 港南台ちどり 神奈川県横浜市港南区港南台二丁目2 4

483 既存賃貸住宅賃料調査 洋光台西 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-19 2

484 既存賃貸住宅賃料調査 虹ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘二丁目 7

485 既存賃貸住宅賃料調査 港南台かもめ 神奈川県横浜市港南区港南台二丁目1 2

486 既存賃貸住宅賃料調査 前田町 神奈川県横浜市戸塚区前田町67-3 1

487 既存賃貸住宅賃料調査 天王町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2 3

488 既存賃貸住宅賃料調査 鶴見町第二 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目10 2

489 既存賃貸住宅賃料調査 平塚高村 神奈川県平塚市高村203 2

490 既存賃貸住宅賃料調査 鳶尾 神奈川県厚木市鳶尾二丁目 2

491 既存賃貸住宅賃料調査 川崎日進 神奈川県川崎市川崎区日進町23-1 4

492 既存賃貸住宅賃料調査 橋本四丁目 神奈川県相模原市緑区橋本四丁目11 7

493 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 4

494 既存賃貸住宅賃料調査 南永田第二 神奈川県横浜市南区永田みなみ台3 2

495 既存賃貸住宅賃料調査 えびな 神奈川県海老名市中新田二丁目7 3

496 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 3

497 既存賃貸住宅賃料調査 霧が丘グリーンタウン 神奈川県横浜市緑区霧ヶ丘三丁目 2
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498 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 2

499 既存賃貸住宅賃料調査 保土ヶ谷駅前ハイツ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町123-2 1

500 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木三丁目 神奈川県横浜市金沢区並木三丁目 1

501 既存賃貸住宅賃料調査 サニーメゾン平塚 神奈川県平塚市田村2-9 2

502 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンメゾン平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸一丁目2 2

503 既存賃貸住宅賃料調査 サンスクエア川崎 神奈川県川崎市川崎区日進町1 2

504 既存賃貸住宅賃料調査 テラス長谷 神奈川県厚木市長谷381-1 1

505 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンさるびあ第一 神奈川県横浜市都筑区荏田南一丁目6 1

506 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンさるびあ第二 神奈川県横浜市都筑区荏田南一丁目2 1

507 既存賃貸住宅賃料調査 星が丘パークランドつぐみ台 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷三丁目1 2

508 既存賃貸住宅賃料調査 中山駅前ハイツ 神奈川県横浜市緑区中山町329-1 2

509 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンろべりあハイツ 神奈川県横浜市都筑区荏田東三丁目13-23 1

510 既存賃貸住宅賃料調査 ロビーシティ相模大野五番街 神奈川県相模原市南区相模大野四丁目5 2

511 既存賃貸住宅賃料調査 星が丘パークランドひよどり台 神奈川県川崎市多摩区菅北浦五丁目7 2

512 既存賃貸住宅賃料調査 さがみ野さくら 神奈川県座間市東原五丁目1 2

513 既存賃貸住宅賃料調査 西久保町公園ハイツ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4 2

514 既存賃貸住宅賃料調査 辻堂駅前ハイツ 神奈川県藤沢市辻堂新町一丁目2 2

515 既存賃貸住宅賃料調査 かわさきテクノピア堀川町ハイツ 神奈川県川崎市幸区堀川町66-13 2

516 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン柴 神奈川県横浜市金沢区柴町367-1 1

517 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンスクエア大野台 神奈川県相模原市南区大野台六丁目5 1

518 既存賃貸住宅賃料調査 善行第二 神奈川県藤沢市善行団地4-10 1

519 既存賃貸住宅賃料調査 川崎旭町ハイツ 神奈川県川崎市川崎区旭町一丁目2-2 2

520 既存賃貸住宅賃料調査 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 2

521 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンメゾンふじのき台 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南四丁目12 2

522 既存賃貸住宅賃料調査 星が丘パークランドほおじろ台 神奈川県川崎市多摩区菅北浦四丁目15 2

523 既存賃貸住宅賃料調査 小杉御殿 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2-47 2

524 既存賃貸住宅賃料調査 善行第三 神奈川県藤沢市善行団地3 2

525 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンサントゥール中川 神奈川県横浜市都筑区中川二丁目9 2

526 既存賃貸住宅賃料調査 モアレ山田町 神奈川県横浜市中区山田町8-2 2

527 既存賃貸住宅賃料調査 ベイサイト本牧Ⅰ 神奈川県横浜市中区本牧和田34-1 1

528 既存賃貸住宅賃料調査 ベイサイト本牧Ⅱ 神奈川県横浜市中区本牧原11 1

529 既存賃貸住宅賃料調査 新山下ベイシティ 神奈川県横浜市中区新山下三丁目15 3

530 既存賃貸住宅賃料調査 鶴が台第二 神奈川県茅ヶ崎市鶴が台9 1

531 既存賃貸住宅賃料調査 善行第四団地 神奈川県藤沢市善行団地2-17 1

532 既存賃貸住宅賃料調査 ビューコート仏向 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町1037-1 2

533 既存賃貸住宅賃料調査 くぬぎ台－Ⅱ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1374-13 2

534 既存賃貸住宅賃料調査 湘南ライフタウンパークサイド駒寄 神奈川県藤沢市大庭5682 2

535 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンヒル鴨志田中央 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町539-3 2

536 既存賃貸住宅賃料調査 ライトタウン茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目10 1

537 既存賃貸住宅賃料調査 東戸塚ビューハイツ 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町799-2 1

538 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野六丁目23 2

539 既存賃貸住宅賃料調査 アルテ横浜 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-8 4

540 既存賃貸住宅賃料調査 左近山第三 神奈川県横浜市旭区左近山1010-1 1

541 既存賃貸住宅賃料調査 木月住吉 神奈川県川崎市中原区木月住吉町23-3 3

542 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンビュープラザセンター北 神奈川県横浜市都筑区南山田一丁目3 2

543 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール東山田 神奈川県横浜市都筑区東山田四丁目5 2

544 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール西寺尾 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾二丁目26 3

545 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンハイツみぞのくち 神奈川県川崎市高津区下作延4-22-12 2

546 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 2

547 既存賃貸住宅賃料調査 ヨコハマポートサイドロア弐番館 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1 2

548 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンハイツ菅生ヶ丘 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘34-1 2

549 既存賃貸住宅賃料調査 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 2

550 既存賃貸住宅賃料調査 サンヴァリエ日吉 神奈川県横浜市港北区下田町四丁目1 2

551 既存賃貸住宅賃料調査 ビューコート小港 神奈川県横浜市中区小港町一丁目1-2 2

552 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンプロムナード仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目7 2

553 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンプロムナード仲町台ボナージュ横浜（高齢者住宅） 神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目7 2

554 既存賃貸住宅賃料調査 鶴ヶ丘 神奈川県相模原市南区南台五丁目2 2

555 既存賃貸住宅賃料調査 ステラ月見ヶ丘 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町11-1 2

556 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート元住吉 神奈川県川崎市中原区木月四丁目49-1 2

557 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウン山田富士公園ハイツ 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目27-1 2

558 既存賃貸住宅賃料調査 サンラフレ百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区百合丘一丁目16 2

559 既存賃貸住宅賃料調査 アーベインルネス長者町 神奈川県横浜市中区不老町三丁目15-1 1

560 既存賃貸住宅賃料調査 あおば山の手台ヴェルディール奈良 神奈川県横浜市青葉区奈良四丁目4-1 2

561 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール高島台 神奈川県横浜市神奈川区高島台8-1 2

562 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 2

563 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール平塚 神奈川県平塚市浅間町11-1 2

564 既存賃貸住宅賃料調査 アーベイン相模原駅前 神奈川県相模原市中央区相模原一丁目1 2

565 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール生田菅生ヶ丘 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘24 1

566 既存賃貸住宅賃料調査 ベイサイト本牧Ⅲ 神奈川県横浜市中区本牧和田33-8 1

567 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォールセンター南 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東三丁目5 2

568 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場五番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258-5 1
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569 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール滝ノ上 神奈川県横浜市中区滝之上120番地 1

570 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール横須賀本町 神奈川県横須賀市本町二丁目1-22 2

571 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール仲町台 神奈川県横浜市都筑区勝田南二丁目2-24 2

572 既存賃貸住宅賃料調査 ベイシティ本牧南 神奈川県横浜市中区本牧原21 2

573 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 神奈川県横浜市都筑区東山田3-23-1 2

574 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール鶴間ライラック通り 神奈川県大和市下鶴間2777-5 2

575 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンドエル瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1-35-1 2

576 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール相模原共和 神奈川県相模原市中央区共和一丁目3-33 2

577 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォールさがみ南 神奈川県相模原市南区相南一丁目24 2

578 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール永田東 神奈川県横浜市南区永田東三丁目1-3 2

579 既存賃貸住宅賃料調査 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 2

580 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場七番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258 1

581 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール清水ヶ丘 神奈川県横浜市南区清水ヶ丘238-1 2

582 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場六番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1358-48 1

583 既存賃貸住宅賃料調査 磯子杉田台Ⅱ 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑1-4 1

584 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール北原 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-24 2

585 既存賃貸住宅賃料調査 ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ４番館 神奈川県横須賀市東逸見町一丁目1-62 2

586 既存賃貸住宅賃料調査 ビーコンヒル能見台イーストプラザ 神奈川県横浜市金沢区能見台東1-1 2

587 既存賃貸住宅賃料調査 レーベンスガルテン山崎 神奈川県鎌倉市山崎1390 2

588 既存賃貸住宅賃料調査 ベイスクエアよこすか三番館 神奈川県横須賀市本町三丁目33 2

589 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール明神台 神奈川県横浜市保土ヶ谷区明神台1 3

590 既存賃貸住宅賃料調査 オルトヨコハマビュータワー 神奈川県横浜市神奈川区新子安一丁目2-3 2

591 既存賃貸住宅賃料調査 アーベインビオ川崎 神奈川県川崎市幸区大宮町26-3-1 2

592 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール藤沢 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目1 3

593 既存賃貸住宅賃料調査 リーデンスフォート横浜 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目12-5 2

594 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール南日吉 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目10 3

595 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール菅仙谷 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2-9-1 2

596 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード本牧 神奈川県横浜市中区本牧宮原6-1 2

597 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場十四番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258 2

598 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 2

599 既存賃貸住宅賃料調査 ミラリオ鶴見小野 神奈川県横浜市鶴見区小野町6-5 2

600 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート山下公園 神奈川県横浜市中区山下町24-7他 1

601 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール川崎富士見 神奈川県川崎市川崎区富士見一丁目6-11 2

602 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール篠原 神奈川県横浜市港北区篠原町72-2 1

603 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ横浜 神奈川県横浜市神奈川区栄町16-1 2

604 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール鴨池公園 神奈川県横浜市都筑区大丸15 2

605 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール相模上原 神奈川県相模原市南区文京2-8-1 2

606 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場九番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258 1

607 既存賃貸住宅賃料調査 百合ヶ丘みずき街 神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘3-21他 2

608 既存賃貸住宅賃料調査 ミラリオ大師河原 神奈川県川崎市川崎区大師河原一丁目1-11 2

609 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ横浜山下町 神奈川県横浜市中区山下町73番地 2

610 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール仏向町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町845-1 2

611 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場十一番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1501 1

612 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール茅ヶ崎浜見平 神奈川県茅ヶ崎市浜見平422-1 2

613 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール海岸通 神奈川県横浜市中区海岸通25-2 2

614 既存賃貸住宅賃料調査 西大和 埼玉県和光市西大和団地 2

615 既存賃貸住宅賃料調査 田島 埼玉県さいたま市桜区田島六丁目 2

616 既存賃貸住宅賃料調査 武里 埼玉県春日部市大字大枝89 2

617 既存賃貸住宅賃料調査 原市 埼玉県上尾市大字原市3336 6

618 既存賃貸住宅賃料調査 尾山台 埼玉県上尾市大字瓦葺2716 4

619 既存賃貸住宅賃料調査 西上尾第一 埼玉県上尾市小敷谷845-1 6

620 既存賃貸住宅賃料調査 西上尾第二 埼玉県上尾市小敷谷77-1 2

621 既存賃貸住宅賃料調査 北園 埼玉県川口市北園町11-1 2

622 既存賃貸住宅賃料調査 新座 埼玉県新座市新座三丁目 2

623 既存賃貸住宅賃料調査 草加旭町 埼玉県草加市旭町3-3-1 1

624 既存賃貸住宅賃料調査 川口芝 埼玉県川口市大字芝3905 6

625 既存賃貸住宅賃料調査 八潮 埼玉県八潮市大字八条1567 2

626 既存賃貸住宅賃料調査 北本 埼玉県北本市栄7 3

627 既存賃貸住宅賃料調査 わし宮 埼玉県久喜市上内478 2

628 既存賃貸住宅賃料調査 大和新倉 埼玉県和光市本町15-51 2

629 既存賃貸住宅賃料調査 こま川 埼玉県日高市下鹿山494 2

630 既存賃貸住宅賃料調査 川口栄町第二 埼玉県川口市栄町1-19-15 3

631 既存賃貸住宅賃料調査 川口前川町 埼玉県川口市南前川2-15-2 2

632 既存賃貸住宅賃料調査 幸手 埼玉県幸手市栄 2

633 既存賃貸住宅賃料調査 浦和白幡 埼玉県さいたま市南区白幡4-13-24 2

634 既存賃貸住宅賃料調査 吉川 埼玉県吉川市吉川団地 2

635 既存賃貸住宅賃料調査 みさと 埼玉県三郷市彦成三丁目、四丁目 3

636 既存賃貸住宅賃料調査 入間黒須 埼玉県入間市黒須1-12 2

637 既存賃貸住宅賃料調査 朝霞膝折 埼玉県朝霞市膝折町2-9 6

638 既存賃貸住宅賃料調査 北坂戸 埼玉県坂戸市溝端町、伊豆の山町、末広町 3

639 既存賃貸住宅賃料調査 久喜青葉 埼玉県久喜市青葉一丁目 2
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640 既存賃貸住宅賃料調査 狭山台 埼玉県狭山市狭山台1、3 2

641 既存賃貸住宅賃料調査 朝霞浜崎 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘一丁目2 2

642 既存賃貸住宅賃料調査 鶴瀬市街地住宅 埼玉県富士見市鶴瀬西2-8-2 2

643 既存賃貸住宅賃料調査 東坂戸 埼玉県坂戸市東坂戸 3

644 既存賃貸住宅賃料調査 北大宮 埼玉県さいたま市北区植竹町1-60-1 1

645 既存賃貸住宅賃料調査 川口芝園 埼玉県川口市芝園町3 3

646 既存賃貸住宅賃料調査 入間豊岡 埼玉県入間市豊岡1-8 2

647 既存賃貸住宅賃料調査 所沢パークタウン駅前通り 埼玉県所沢市並木三丁目1 6

648 既存賃貸住宅賃料調査 北坂戸駅前ハイツ 埼玉県坂戸市薬師町1 1

649 既存賃貸住宅賃料調査 大宮公園駅前ハイツ 埼玉県さいたま市大宮区寿能町一丁目31 2

650 既存賃貸住宅賃料調査 若葉駅前ハイツ 埼玉県坂戸市千代田3-21 1

651 既存賃貸住宅賃料調査 久喜中央ハイツ 埼玉県久喜市久喜中央1-9 2

652 既存賃貸住宅賃料調査 朝霞膝折第二 埼玉県朝霞市膝折町二丁目8 2

653 既存賃貸住宅賃料調査 所沢パークタウン公園通り 埼玉県所沢市並木2-3 2

654 既存賃貸住宅賃料調査 所沢パークタウン並木通り 埼玉県所沢市並木八丁目1 2

655 既存賃貸住宅賃料調査 若葉台 埼玉県鶴ヶ島市富士見三丁目 3

656 既存賃貸住宅賃料調査 春日部小渕 埼玉県春日部市大字小渕493-1 3

657 既存賃貸住宅賃料調査 せんげん台パークタウン四番街 埼玉県越谷市千間台西3-4-1 6

658 既存賃貸住宅賃料調査 パールハイム若葉 埼玉県鶴ヶ島市富士見2-19 4

659 既存賃貸住宅賃料調査 かわつるグリーンタウン新鶴 埼玉県鶴ヶ島市南町2-1 4

660 既存賃貸住宅賃料調査 所沢パークタウン駅前プラザ 埼玉県所沢市並木2-1 4

661 既存賃貸住宅賃料調査 パークシティ鴻巣駅前プラザ 埼玉県鴻巣市赤見台二丁目2 4

662 既存賃貸住宅賃料調査 パークタウン若宮 埼玉県桶川市若宮一丁目8 4

663 既存賃貸住宅賃料調査 せんげん台パークタウン三番街 埼玉県越谷市千間台西3-3 4

664 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンハイツ南前川 埼玉県川口市南前川2-21-10 4

665 既存賃貸住宅賃料調査 三郷早稲田パークハイツ 埼玉県三郷市早稲田7 5

666 既存賃貸住宅賃料調査 エルハイツ末広 埼玉県川口市末広3-6-12 2

667 既存賃貸住宅賃料調査 ペアハイツ越谷 埼玉県越谷市赤山町五丁目7-47 4

668 既存賃貸住宅賃料調査 大宮大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田町二丁目235 1

669 既存賃貸住宅賃料調査 パークハイツ中青木 埼玉県川口市中青木二丁目9-5 2

670 既存賃貸住宅賃料調査 かわつるグリーンタウン松ヶ丘 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘四丁目1 5

671 既存賃貸住宅賃料調査 入間駅前プラザ 埼玉県入間市向陽台一丁目1-17 4

672 既存賃貸住宅賃料調査 浦和別所ハイツ 埼玉県さいたま市南区別所二丁目38 4

673 既存賃貸住宅賃料調査 パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 埼玉県鴻巣市赤見台2-2 4

674 既存賃貸住宅賃料調査 南浦和第二 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目49-53 4

675 既存賃貸住宅賃料調査 西上尾第二－２ 埼玉県上尾市小敷谷77-1 西上尾第二団地 2

676 既存賃貸住宅賃料調査 南浦和第三 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目 4

677 既存賃貸住宅賃料調査 うらわイーストシティけやき街 埼玉県さいたま市南区大谷口5413 4

678 既存賃貸住宅賃料調査 北坂戸駅前第二ハイツ 埼玉県坂戸市芦山町1 4

679 既存賃貸住宅賃料調査 武蔵浦和駅前ハイツ 埼玉県さいたま市南区別所七丁目1-33 4

680 既存賃貸住宅賃料調査 飯塚四丁目ハイツ 埼玉県川口市飯塚4-4-31 4

681 既存賃貸住宅賃料調査 新座ハイツ 埼玉県新座市新座3-6-13 4

682 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンアベニュー谷塚 埼玉県草加市谷塚町731-1 4

683 既存賃貸住宅賃料調査 西大和第二 埼玉県和光市西大和団地4-10 4

684 既存賃貸住宅賃料調査 うらわイーストシティかえで街 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-73-1 6

685 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンみらい東大宮東一番街 埼玉県さいたま市見沼区春野一丁目 8

686 既存賃貸住宅賃料調査 リプレ川口二番街 埼玉県川口市川口3-3-1 8

687 既存賃貸住宅賃料調査 うらわイーストシティひのき街 埼玉県さいたま市南区大谷口5413 4

688 既存賃貸住宅賃料調査 パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 埼玉県鴻巣市赤見台1-13ほか 8

689 既存賃貸住宅賃料調査 武里第二 埼玉県春日部市大字大枝89 2

690 既存賃貸住宅賃料調査 三郷早稲田パークハイツ第二 埼玉県三郷市早稲田四丁目5-1 4

691 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ新所沢けやき通り 埼玉県所沢市緑町一丁目 4

692 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンハイツ飯塚三丁目 埼玉県川口市飯塚三丁目2 4

693 既存賃貸住宅賃料調査 デュプレ西大和 埼玉県和光市西大和団地6 4

694 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンみらい東大宮西一番街 埼玉県さいたま市見沼区春野2-4 4

695 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ上福岡 埼玉県ふじみ野市新田2-3-26 4

696 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ川越 埼玉県川越市三光町38-1 4

697 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンハイツ与野 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1006 6

698 既存賃貸住宅賃料調査 ビュータワーおけがわ 埼玉県桶川市若宮一丁目4-30 4

699 既存賃貸住宅賃料調査 アルビス鶴瀬 埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目7 6

700 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ新所沢緑町第二 埼玉県所沢市緑町二丁目16 4

701 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール大宮植竹 埼玉県さいたま市北区植竹町一丁目362 6

702 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール与野本町西 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目17-25 4

703 既存賃貸住宅賃料調査 戸田 埼玉県戸田市下前一丁目10 6

704 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール霞ヶ丘 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1、3 4

705 既存賃貸住宅賃料調査 川越ニューシティいせはらリバーサイド弐番街 埼玉県川越市伊勢原町5-5-12 2

706 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ新所沢けやき通り第二 埼玉県所沢市緑町四丁目 4

707 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール西本郷 埼玉県さいたま市北区本郷町17-1 5

708 既存賃貸住宅賃料調査 ハーモネスタワー松原 埼玉県草加市松原一丁目1-6 9

709 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール川口飯塚 埼玉県川口市飯塚二丁目3-3 4

710 既存賃貸住宅賃料調査 かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘4-3 2
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【発注予定数量内訳表】

NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考

711 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール草加 埼玉県草加市中央二丁目 4

712 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール若葉 埼玉県鶴ヶ島市富士見一丁目14-3 2

713 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール南浦和 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目 4

714 既存賃貸住宅賃料調査 アーベイン大宮 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目855-2 8

715 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ新所沢緑町第三 埼玉県所沢市緑町二丁目 4

716 既存賃貸住宅賃料調査 リバピア川口青木 埼玉県川口市青木四丁目21 4

717 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール本郷町 埼玉県さいたま市北区本郷町971 4

718 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ新所沢けやき通り第三 埼玉県所沢市緑町三丁目 4

719 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール東朝霞 埼玉県朝霞市仲町2 4

720 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール東鳩ヶ谷 埼玉県川口市桜町4-4-1 4

721 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール上野台 埼玉県ふじみ野市上野台一丁目 4

722 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート川口 埼玉県川口市川口一丁目1-2 3

723 既存賃貸住宅賃料調査 ココネ上福岡 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘一丁目2-12 2

724 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンラフレ戸田 埼玉県蕨市錦町1丁目12番40号 2

725 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール西鳩ヶ谷 埼玉県川口市大字里958番地1号 2

726 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ新所沢駅前 埼玉県所沢市緑町一丁目16-9 2

727 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール松原 埼玉県草加市松原一丁目、二丁目 4

728 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール鶴瀬 埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目 2

729 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール領家 埼玉県さいたま市浦和区領家六丁目11番 3

730 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール和光西大和 埼玉県和光市広沢１番２ 9

731 既存賃貸住宅賃料調査 仙台外記丁 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目3-9 2

732 既存賃貸住宅賃料調査 仙台榴ヶ岡 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目4-22 2

733 既存賃貸住宅賃料調査 仙台桜ヶ岡 宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1 1

734 既存賃貸住宅賃料調査 大麻宮町 北海道江別市大麻宮町4 2

735 既存賃貸住宅賃料調査 円山北町 北海道札幌市中央区北6条西28丁目2ほか 2

736 既存賃貸住宅賃料調査 札幌琴似 北海道札幌市西区琴似2条四丁目1-8 2

737 既存賃貸住宅賃料調査 札幌北十二条 北海道札幌市中央区北12条西23丁目1-2 1

738 既存賃貸住宅賃料調査 札幌琴似第二 北海道札幌市西区琴似2条七丁目1-35 2

739 既存賃貸住宅賃料調査 南三条 北海道札幌市中央区南3条西二丁目6 2

740 既存賃貸住宅賃料調査 札幌南三条第二 北海道札幌市中央区南3条西八丁目7 2

741 既存賃貸住宅賃料調査 札幌北一条 北海道札幌市中央区北1条西八丁目2 2

742 既存賃貸住宅賃料調査 札幌狸小路 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1001 2

743 既存賃貸住宅賃料調査 あけぼの 北海道札幌市南区真駒内曙町1-1 2

744 既存賃貸住宅賃料調査 五輪 北海道札幌市南区真駒内緑町四丁目1 2

745 既存賃貸住宅賃料調査 札幌菊水 北海道札幌市白石区菊水5条一丁目8-14 2

746 既存賃貸住宅賃料調査 札幌本郷 北海道札幌市白石区本郷通り三丁目北2 2

747 既存賃貸住宅賃料調査 東札幌六条 北海道札幌市白石区東札幌6条三丁目1-1ほか 2

748 既存賃貸住宅賃料調査 菊水三条 北海道札幌市白石区菊水3条五丁目2-1ほか 2

749 既存賃貸住宅賃料調査 札幌平岸 北海道札幌市豊平区平岸6条10丁目1-58ほか 1

750 既存賃貸住宅賃料調査 澄川 北海道札幌市南区澄川6条三丁目2-1ほか 2

751 既存賃貸住宅賃料調査 札幌北二十四条 北海道札幌市北区北24条西六丁目1-7 2

752 既存賃貸住宅賃料調査 札幌北十一条 北海道札幌市東区北11条東七丁目1 2

753 既存賃貸住宅賃料調査 札幌北十条 北海道札幌市東区北10条東七丁目1ほか 2

754 既存賃貸住宅賃料調査 北広島駅前 北海道北広島市栄町1-2 1

755 既存賃貸住宅賃料調査 北広島北進町 北海道北広島市北進町2-1 1

756 既存賃貸住宅賃料調査 北広島若葉町 北海道北広島市若葉町二丁目1 2

757 既存賃貸住宅賃料調査 花川中央 北海道石狩市花川北3条三丁目6ほか 2

758 既存賃貸住宅賃料調査 新木の花 北海道札幌市豊平区平岸一条五丁目2ほか 2

759 既存賃貸住宅賃料調査 詳細未定 首都圏（詳細未定） 120

760 新築賃貸住宅賃料調査 詳細未定 首都圏（詳細未定） 21

761 既存賃貸施設賃料調査 詳細未定 首都圏（詳細未定） 11

762 有料駐車場等料金調査 詳細未定 首都圏（詳細未定） 8

763 賃貸施設不動産鑑定評価 詳細未定 首都圏（詳細未定） 2

764 住宅に係る意見書 詳細未定 首都圏（詳細未定） 19

765 団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書 詳細未定 首都圏（詳細未定） 1
意見書は１通とし、別紙に機構がグルーピングした
対象団地（所在地欄参照）のリストを添付

766 賃貸施設等に係る意見書 詳細未定 首都圏（詳細未定） 2

767 有料駐車場等に係る意見書 詳細未定 首都圏（詳細未定） 2

768 月極駐車場料金等調査 詳細未定 首都圏（詳細未定） 2 件数の単位は団地　なお、１団地10事例以上を調査
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（別紙２） 
ウイークリースタンス 実施要領 

 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく

「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発

注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを

目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案

した上で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について

受発注者間で設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内

容を見直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員

から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間につい

ては、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合

せ記録簿に整理する。 

 

以 上 
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発行日付 令和○○年○○月○○日 
 

団地コード番号： 
団地名： 
 
 
 
 
 
 
 

調 査 報 告 書 
 
 

 

 

独立行政法人都市再生機構 

 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      [住所○○○○○○○] 

                      不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○] 

                               [代表者名○○○○○] 

                      不動産鑑定士   [氏名○○○○○○○] 

 

 

 

 

 

 

仕様書別添様式１－１－１ 
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〔１〕調査結果 

 

調査対象住戸 月額実質賃料 
月額支払賃料 

（敷金３カ月） 

月額支払賃料 

（敷金２カ月） 

○－○○○ 

（○○○） 

○○○,○○○円 

（○,○○○円／㎡） 

○○○,○○○円 

（○,○○○円／㎡） 

○○○,○○○円 

（○,○○○円／㎡） 

 

〔２〕調査対象団地及び調査対象住戸の表示 

 

(1) 調査対象団地 

 団地名：○○ 

 所在地：○○○○○ 

 

(2) 調査対象住戸 

住戸番号 型 式 階 層 専有面積 

○－○○○ ○○○ ○階建の○階部分 ○○.○○㎡ 

 

〔３〕調査の基本的な事項 

 

(1) 調査事項 

 都市機構賃貸住宅の標準住戸に係わる一般家賃市場における新規実質賃料並びに月

額支払賃料の３カ月分及び２カ月の敷金を授受した場合の月額支払賃料の調査 

 

 (2) 実地調査日 

令和○○年○○月○○日 

 

 (3) 調査の基準となった時点 

  令和○○年○○月○○日 

 

 (4) 調査結果を決定した日付 

  令和○○年○○月○○日 

  

 (5) 前提条件 

  空家特別修繕及びライフアップ工事が完了したものとしての調査 
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〔４〕調査対象団地の状況 

 

(1) 団地概要 

 団地名：○○ 

 所在地：○○○○○ 

 管理開始時期：昭和○○年○○月 

 住宅戸数：○○○戸 

 

(2) 街路条件 

 

 

(3) 交通・接近条件 

 

 

(4) 行政的条件 

  

 

(5) 環境条件 

  

 

(6) 地域要因の変動の予測 
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〔５〕比準賃料査定表 

○－○○○号室 

調査対象住戸の概要 

 所在：○○線「○○」駅から○○方へ 

    約○○m 

 築後：約○○年 

 構造：○○造 

 型式：○○○ 

 階層：○○階建の○階部分 

専有：○○㎡ 

 

比準賃料（査定結果） 

 

実質賃料 ***,***円 （*,***円/㎡） 

支払賃料（敷金３カ月） 

     ***,***円 （*,***円/㎡） 

（敷金２カ月） 

     ***,***円 （*,***円/㎡） 

符号 １ ２ ３ 

賃貸時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月 

賃貸事例の概要 所在： 

築後： 

構造： 

型式： 

階層： 

専有： 

所在： 

築後： 

構造： 

型式： 

階層： 

専有： 

所在： 

築後： 

構造： 

型式： 

階層： 

専有： 

①実際支払賃料 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

②一時金の運用益 

及び償却額 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

③実際実質賃料 

 （①＋②） 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

④契約事情補正 
100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

⑤時点修正 
100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

⑥現在推定実質賃料 

（③×④×⑤） 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

⑦
格
差
補
・
修
正
要
因
と
補
・
修
正
率 

○a 賃貸条件補正 

（共益費等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○b 地域格差 

（交通の利便性等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○c 賃貸建物品等格差 

（経過年数・階層・設

備等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○d 賃貸面積による 

市場性 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

総合修正 

（○a ×○b ×○c×○d ） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

⑧比準した賃料単価 

（⑥×⑦） 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 
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所在位置図 ※既存賃貸住宅賃料調査においては省略可 
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既存賃貸住宅賃料調査 経過報告書 
 

不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○] 

 

エリア 団地 

コード 

団地名 住棟 住戸番号 

 

型式 専有面積 住戸種類 改定率 

○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○.○○

㎡ 

ライフアップ ○.○% 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

仕様書別添様式１－１－２ 
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発行日付 令和○○年○○月○○日 
 

団地コード番号： 
団地名： 
 
 
 
 
 
 
 

調 査 報 告 書 
 
 

 

 

独立行政法人都市再生機構 

 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      [住所○○○○○○○] 

                      不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○] 

                               [代表者名○○○○○] 

                      不動産鑑定士   [氏名○○○○○○○] 

 

 

 

 

 

 

仕様書別添様式１－２ 
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〔１〕調査結果 

 

調査対象店舗施設 月額実質賃料 月額支払賃料 

○－○○○ 

（○○○） 

○○○,○○○円 

（○,○○○円／㎡） 

○○○,○○○円 

（○,○○○円／㎡） 

本件調査賃料は、当該課税資産の貸付につき課されるべき消費税額を含まないもので

ある。 

 

 

〔２〕調査対象団地及び調査対象店舗施設の表示 

 

(1) 調査対象団地 

団地名：○○ 

所在地：○○○○○ 

 

(2) 調査対象店舗施設 

住戸番号 種 類 階 層 契約面積 

○－○○○ ○○○ ○階建の○階部分 ○○.○○㎡ 

 

 

〔３〕調査の基本的な事項 

 

(1) 調査事項 

都市機構賃貸店舗施設の一般家賃市場における月額実質賃料の調査及び月額支払賃

料に消費税等相当額（月額支払賃料の１０％）を加算した額の６カ月分の敷金を授

受した場合の新規月額支払賃料の調査 

 

 (2) 実地調査日 

令和○○年○○月○○日 

 

 (3) 調査の基準となった時点 

令和○○年○○月○○日 

 

 (4) 調査結果を決定した日付 

令和○○年○○月○○日 
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 (5) 前提条件 

現況は内装工事・設備工事が施工されているが、当該内装工事・設備工事前の状態

での調査 

 

 

〔４〕調査対象団地の状況 

 

(1) 街路条件 

 

 

(2) 交通・接近条件 

 

 

(3) 行政的条件 

 

 

(4) 環境条件 

  

 

(5) 地域要因の変動の予測 
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〔５〕比準賃料査定表 

 (1） 標準的店舗施設の賃料（標準賃料）の査定 

標準的店舗施設の概要 

所在：○○線「○○」駅から 

約○○m 

築後：約○○年 

構造：○○造 

種類：○○○ 

階層：○○階（○階建） 

 

設備：スケルトン 

面積：５０㎡ 

 

【標準賃料】 

実質賃料  ○, ○○○円/㎡ 

 

符号 １ ２ ３ 

賃貸時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月 

賃貸事例の概要 

所在：○○線「○○」

駅から約○ｍ 

築後：約○年 

構造：○○造 

用途：○○○ 

設備：○○○ 

階層：○階（○階建） 

面積：約○㎡ 

所在：○○線「○○」

駅から約○ｍ 

築後：約○年 

構造：○○造 

用途：○○○ 

設備：○○○ 

階層：○階（○階建） 

面積：約○㎡ 

所在：○○線「○○」

駅から約○ｍ 

築後：約○年 

構造：○○造 

用途：○○○ 

設備：○○○ 

階層：○階（○階建） 

面積：約○㎡ 

①実際支払賃料 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

②一時金の運用益 

及び償却額 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

③実際実質賃料 

（①＋②） 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

④契約事情補正 
100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

⑤時点修正 
100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

⑥現在推定実質賃料 

（③×④×⑤） 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 

⑦
格
差
補
・
修
正
要
因
と
補
・
修
正
率 

○a 賃貸条件補正 

（共益費等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○b 地域格差 

（商況等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○c 賃貸建物 

品等格差 
（経過年数・階層・設備等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○d 賃貸面積に 

よる市場性 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

総合修正率 

（○a ×○b ×○c×○d ） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

⑧比準した賃料単価 

（⑥×⑦） 
円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 
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(2）調査対象店舗施設の賃料の査定 

 

施設番号：○○○○○○○○○ 

調査対象店舗施設の概要 

所在：○○線「○○」駅から 

約○○m 

築後：約○○年 

構造：○○造 

種類：○○○ 

階層：○階（○階建） 

設備：スケルトン 

面積：５０㎡ 

 

比準賃料（査定結果） 

 

実質賃料 ○, ○○○, ○○○円（○, ○○○円/

㎡） 

 

支払賃料 ○, ○○○, ○○○円（○, ○○○円/

㎡） 

 

①標準賃料（前記（1）参照） 円/㎡ 

②
個
別
格
差
補
・
修
正
要
因
と
補
・
修

正
率 

○a 賃貸条件補正（共益費等） 
100 

*** 

○b 地域格差（商況等） 
100 

*** 

○c 賃貸建物品等格差 

（経過年数・階層・設備等） 

100 

100 

○d 賃貸面積による市場性 
100 

100 

総合修正率（○a ×○b×○c ×○d ） 
100 

100 

③調査対象店舗施設の実質賃料単価 

（①×②） 
円/㎡ 

④調査対象店舗施設の実質賃料 

（③×面積） 
円 
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所在位置図 ※省略可 
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発行日付 令和○○年○○月○○日 
 

団地コード番号： 
団地名： 
 
 
 
 
 
 
 

調 査 報 告 書 
 
 

 

 

独立行政法人都市再生機構 

 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      [住所○○○○○○○] 

                      不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○] 

                               [代表者名○○○○○] 

                      不動産鑑定士   [氏名○○○○○○○] 

 

  

仕様書別添様式１－３ 
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〔１〕調査結果 

 

調査対象駐車場等 形態 月額支払料金 

○地区○○○ 平面式 ○○,○○○円 

 

〔２〕調査対象団地及び調査対象駐車場等の表示 

 

(1) 調査対象団地 

 団地名：○○ 

 所在地：○○○○○ 

 

(2) 調査対象駐車場等 

位置 形態 

○地区○○○ 平面式 

 

〔３〕調査の基本的な事項 

 

(1) 調査事項 

 都市機構有料駐車場等の標準位置に係る一般市場における月額支払料金の３カ月分

の敷金を授受した場合の月額支払料金の調査 

 

 (2) 実地調査日 

令和○○年○○月○○日 

 

 (3) 調査の基準となった時点 

   令和○○年○○月○○日 

 

 (4) 調査結果を決定した日付 

   令和○○年○○月○○日 
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〔４〕調査対象団地の状況 

 

(1) 団地概要 

  団地名：○○ 

  所在地：○○○○○ 

  管理開始時期：昭和○○年○○月 

  住宅戸数：○○○戸 

  駐車場台数：○○台 

  バイク置き場台数：○○台 

  倉庫件数：○○件 

 

(2) 街路条件 

 

 

(3) 交通・接近条件 

 

 

(4) 行政的条件 

  

 

(5) 環境条件 

  

 

(6) 地域要因の変動の予測 
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〔５〕料金査定 

 

(1) 料金算定 

符号 １ ２ ３ 

賃貸等時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月 

事例の概要 

所在： 

形態： 

団地までの距離： 

所在： 

形態： 

団地までの距離： 

所在： 

形態： 

団地までの距離： 

①実際支払料金等 円/台 円/台 円/台 

②一時金の内容 円/台 円/台 円/台 

③
補
正
要
因
と
補
正
率 

○a 賃貸条件補正 

（一時金の有無等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○b 設備等補正 

（屋根・舗装・柵等） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

○c その他要因補正 
100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

総合修正 

（○a ×○b ×○c） 

100 

*** 

100 

*** 

100 

*** 

④補正後の料金 

（①×③） 
円/台 円/台 円/台 

 
(2) 料金算定に係るコメント 
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駐車場等所在位置図（調査対象） ※省略可 
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〔様式〕　月極駐車場料金等調査票

【留意事項】
① 月極個人貸しの民間駐車場を対象とし、特殊な取引形態のもの（法人貸し及び時間貸し、一括貸し、管理人が常駐するもの、分譲団地用遊休地の一時利用、自治会・カークラブ・国・地方公共団体等が経営するもの、軽自動車専用駐車場）は除く。
② 「形態」は、「平面」「機械」「自走」「タワー」のいずれかを選択する。
③ 「サイズ」は、「標準」又は「大型可」の別を記入する。
④ 「階層」は、機械式及び自走式の場合に記入する。
⑤ 「屋根」は、平面式及び自走式の場合にその有無を記入する。
⑥ 「管理会社」及び「連絡先」について、提供不可の場合は空欄可とする。

調査
番号

支社
コード

団地
ｺｰﾄﾞ

団地名 事例番号 名称 所在地
月額料金
（税込）

敷金・保
証金

形態 サイズ 階層 屋根 舗装 台数
（駐車場規模）

更新料等
団地からの
距離（ｍ）

調査日 備考 管理会社 連絡先

仕様書別添様式１－４
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１０ 競争参加資格申請様式集 【別冊 1】  

 

 

 

 

令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本） 

 

競争参加資格申請様式集 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
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目                次 

 

                                                         

頁 

 

（様式１）競争参加資格確認申請書     ･･･････････････････  86 

 

 （様式２）会社概要書           ･･･････････････････  87 
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 - 1 -

- 1 -

（様式１） 

競争参加資格確認申請書 

 

                                                    令和    年    月    日 

      独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

         本部長   井添 清治  殿 

 

                                     住        所 

                                           商号又は名称 

                                           代表者氏名                                印 ※１ 

 

令和８年６月５日付けで公示のありました令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務

（東日本）に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条第 1項の規定に該当する

者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

 会社概要書（競争参加資格の確認）     ：様式２（添付資料を含む。） 

                        

提出日時点の登録状況について、該当箇所の□のチェックのうえ記入すること。 

□登録済（該当する場合登録番号を記載） 

□業種・地区の追加申請中（該当する場合登録番号を記載） 

□今回申請（受付日：       ） 

登録番号 □ □ □ □ □ □ □ 
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 
注） なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金を加えた所定

の料金（460 円）の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出してください。 
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（様式２） 

会  社  概  要  書 

 

商号又は名称、代表者名 

 

設 立 年 月 日 

 

本  店 

名称 

（在籍鑑定士数） 
 

所在地 

電話番号(ＦＡＸ) 
 

最 寄 り 

の 支 店 

営 業 所 

名称 

（在籍鑑定士数） 
 

所在地 

電話番号(ＦＡＸ) 
 

都市機構○○支社 

（令７・８年度) 

競争参加資格コンサル等 

登録番号 

登録番号： 

注）以下の資料を添付すること。 

①令和４年～令和７年 における、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152

号）第 28 条による事業実績報告書（入札説明書４(4)に示す類似業務であって事業実施報

告書で確認できない場合には、合わせて、実施内容を確認できる書類を添付すること） 

②会社案内等 
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 11 技術資料等作成様式集【別冊 2】  

 

 

 

 

令和８年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務（東日本） 

 

技術資料等作成様式集 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
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（様式６） 

実施方針（業務理解度）に関する技術提案書  ･･･････････････････  94 
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実施方針（実施体制）に関する技術提案書  ･･･････････････････  95 

 

（様式８） 

実施方針（実施体制）に関する技術提案書     ･･･････････････････   96 
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（様式３） 

 

業 務 実 績 申 告 書 

 

  当該業務の実施にあたり申告する業務実績は、次のとおりです。 

 

１ 最近３か年の不動産鑑定評価の実績 

 

年 実績 

令和 4年 件 

令和 6年 件 

令和 7年 件 

注1 不動産の鑑定評価に関する法律第 28 条の規定による事業実績報告書における、「不動

産鑑定評価基準に則った鑑定評価（価格評価）」のほか、「不動産鑑定評価基準に則ら

ない価格等調査（価格評価）」、「不動産の鑑定評価（賃料評価）」も含む。 

注2 依頼目的、依頼者、種類、及び価格と賃料の別は問いません。 

注3 固定資産評価額のための鑑定評価を実施した年（令和 5 年）を除く、直近３か年を対

象とします。 

 

２ 在籍する不動産鑑定士の人数 

   

年 人数 

令和 7年 人 

注 不動産の鑑定評価に関する法律第 28 条の規定による最新の事業実績報告書において

確認できる人数を記載すること。 
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（様式４） 

                                          

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

 

※１～３の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・

変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。 

※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第２条に規

定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類

（内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し）を添付すること。 

 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

 ○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をしてお

り、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

○「プラチナくるみん認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「くるみん認定」（令和７年４月１日以降の基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「くるみん認定」（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「トライくるみん認定」（令和７年４月１日以降の基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「くるみん認定」（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「トライくるみん認定」（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）を取得し

ている。 

【 該当  ・  該当しない  】 

○「くるみん認定」（平成29年３月31日までの基準）を取得している。 

【 該当  ・  該当しない  】 
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○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を令和７年４月１日以

後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 

【 該当  ・  該当しない  】 

 

３ 若年雇用促進法に基づく認定 

○「ユースエール認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 
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（様式５） 

業 務 の 配 置 人 員 に 関 す る 申 告 書 

 

  当該業務の実施にあたり配置する業務責任者及び業務担当者の業務経験等につ

いては次のとおりです。 

 

１ 委託業務責任者 

所属・役職等 氏 名 登録番号 登録年月日 

 ○○ ○○ 不動産鑑定士第  号 年 月 日 

 

２ 業務担当者（委託業務責任者を兼ねることができる） 

 

氏 名 登録番号 登録年月日 

○○ ○○ 不動産鑑定士第  号 年 月 日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注 1 実際に業務を行う担当者のみ記載すること。なお、業務を行う担当者は在籍する不動

産鑑定士に限る。 

注 2 委託業務責任者が業務担当者を兼任することができる。  
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（様式６） 

 

実施方針（業務理解度）に関する技術提案書 

 

  （賃貸事例の収集及び管理等） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）必要に応じて図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。参考資料

を添付しても構いません。ただし、Ａ４用紙２枚以内とします。（参考資料除く） 

 

 

 

本業務の実施に当たっては大量の賃貸事例の収集及び選択した事例からの適切

な評価が必要であることから、賃貸事例の収集方法及び管理方法並びに具体的な

評価項目及び評価方法に関して、提案があれば、具体的に記載すること。 
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（様式７） 

 

実施方針（実施体制）に関する技術提案書 

 

  （業務の実施体制） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）必要に応じて図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。参考資料

を添付しても構いません。ただし、Ａ４用紙２枚以内とします。（参考資料除く） 

 

 

 

本業務においては、短期間に大量の住宅の賃料評価を実施することが求められて

おり、これを的確に実施するための業務実施体制について、貴社が行うことがで

きる取組みの提案があれば、具体的に記載すること。 
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（様式８） 

 

実施方針（実施体制）に関する技術提案書 

 

  （調査結果についての検証方法） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）必要に応じて図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。参考資料

を添付しても構いません。ただし、Ａ４用紙２枚以内とします。（参考資料除く） 

 

 

本業務の調査結果は、機構賃貸住宅の家賃、賃貸施設の賃貸料、有料駐車場等の

料金等の基本となることから、当該結果についての正当性等を検証する体制及び

方法並びに正確性を確保する方法に関して、貴社が行うことができる取組みの提

案があれば、具体的に記載すること。 
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別添様式２ 
 

○○○－○○ 
令和○○年○月○日 

 
○○○○○ 

  ○○○○ ○○ ○○ 殿 
 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
                     本部長 ○○ ○○ 
 

比準賃料調査依頼書 
 
 下記のとおり、不動産の比準賃料調査を依頼します。 
 

記 
 
  １ 業務実施内容 既存賃貸住宅賃料調査 
   
  ２ 調査対象物件 
    別紙「調査対象物件一覧表」のとおり 
 
  ３ 調査の内容 
    調査対象物件について、第３５次空家特別補修及びライフアップ※を実施した場合

の新規実質賃料並びに３か月分及び２か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。

ただし、補修レベルが当該状況にある住宅及びライフアップを実施しない住宅につい

ては、普通空家修繕を実施した場合の賃料とする。 
    調査対象物件のうち、指定した住宅に係るリニューアル工事、住戸内改善又はエレ

ベーター設置工事を実施した場合の新規実質賃料及び３か月分及び２か月分の敷金

を受領した場合の月額支払賃料。 
   ※ ライフアップの設備内容は、大型浴槽、キッチンシステム、レンジフード型給湯

器、天井付収納ユニット及び洗面化粧台である。 
   
  ４ 価格時点 
    令和○○年○○月○日 
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  ５ 調査結果の報告の期限 
    令和○○年○月○日まで 
 
  ６ 報告様式 
    団地別に作成した調査報告書の提出により報告するものとする。 
 
  ７ 調査報告書の提出部数 
    ５部（正本１部、副本４部） 

以 上 
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○○○－○○ 
令和○○年○月○日 

○○○○○ 
  ○○○○ ○○ ○○ 殿 
 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
                     本部長 ○○ ○○ 
 

比準賃料調査依頼書（変更） 
 
 比準賃料調査依頼書（令和○○年○月○日付○○○－○○）（以下「原依頼書」という。）

について、下記のとおり変更します。 
 

記 
 
  １ 変更内容 
    原依頼書２の調査対象物件を次のように変更する。 
    別紙「調査対象物件一覧表」のとおり 
 
  ２ 調査の内容 
    調査対象物件について、第３５次空家特別補修及びライフアップ※を実施した場合

の新規実質賃料並びに３か月分及び２か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。

ただし、補修レベルが当該状況にある住宅及びライフアップを実施しない住宅につい

ては、普通空家修繕を実施した場合の賃料とする。 
    調査対象物件のうち、指定した住宅に係るリニューアル工事、住戸内改善又はエレ

ベーター設置工事を実施した場合の新規実質賃料及び３か月分及び２か月分の敷金

を受領した場合の月額支払賃料。 
   ※ ライフアップの設備内容は、大型浴槽、キッチンシステム、レンジフード型給湯

器、天井付収納ユニット及び洗面化粧台である。 
   
  ３ 調査結果の報告の期限 
    令和○○年○月○日まで 
 
  ４ その他 
    この依頼書に記載のない事項については、原依頼書に定めるとおりとする。 

以 上 

- 99 -



 

○○○－○○ 

令和○○年○月○日 

 

○○○○○ 

  ○○○○ ○○ ○○ 殿 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
                     本部長 ○○ ○○ 
 

意見照会書 

 

 下記のとおり意見を照会する。 

記 

１ 意見照会の内容 

別紙の対象住戸に、エアコンを追加設置した場合の賃料格差に係る意見 

 

２ 調査結果の報告の期限 

令和○○年○月○日まで 

 

３ 回答様式 

意見書の提出により回答するものとする。 

 

４ 意見書の提出部数 

１部（正本１部） 

 

                         以 上 
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○○○－○○     
令和○○年○月○日 

○○○○○ 

  ○○○○ ○○ ○○ 殿 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

                     本部長 ○○ ○○ 

 

 

料金調査依頼書 

 

 下記のとおり、不動産の料金調査を依頼します。 

 

記 

 

 １ 業務実施内容 有料駐車場等賃料調査 

 ２ 調査対象物件 

   別紙「調査対象物件一覧表」のとおり 

 ３ 調査の内容 

   調査対象物件について、２か月分の敷金を受領した場合の新規月額支払料金。 

 ４ 価格時点 

   令和○○年○○月○○日 

 ５ 調査結果の報告の期限 

   令和○○年○○月○日まで 

 ６ 報告様式 

   団地別に作成した調査報告書の提出により報告するものとする。 

 ７ 調査報告書の提出部数 

   ５部（正本１部、副本４部） 

 

以 上  
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○○○－○○ 

令和○○年○月○日 

○○○○○ 

  ○○○○ ○○ ○○ 殿 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

                     本部長 ○○ ○○ 

 

 

料金調査依頼書（変更） 
 
 料金調査依頼書（令和○○年○月○日付○○○－○○）（以下「原依頼書」という。）につ

いて、下記のとおり変更します。 
 

記 
 
１ 変更内容 

   原依頼書２の調査対象物件を次のように変更する。 
   （別紙「調査対象物件一覧表」のとおり。） 

２ 調査の内容 
   調査対象物件について、２か月分の敷金を受領した場合の新規月額支払料金。 

 ３ 調査結果の報告の期限 
   令和○○年○月○日まで 

 ４ その他 
   この依頼書に記載のない事項については、原依頼書に定めるとおりとする。 
 

以 上 
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○○○－○○ 

令和○○年○月○日 

○○○○○ 

  ○○○○ ○○ ○○ 殿 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

                     本部長 ○○ ○○ 

 

 

意見照会書 

 

下記のとおり意見を照会する。 

記 

１ 意見照会の内容 

別紙の対象駐車場等の料金格差に係る意見 

２ 調査結果の報告の期限 

令和○○年○月○日まで 

３ 回答様式 

意見書の提出により回答するものとする。 

４ 意見書の提出部数 

１部（正本１部） 

 

以 上  
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○○○－○○ 

令和○○年○月○日 

○○○○○ 

○○○○ ○○ ○○ 殿 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

                     本部長 ○○ ○○ 

 

 

依 頼 書 

 

下記のとおり依頼します。 

記 

 

１ 実 施 内 容  月極駐車場料金等調査業務 

２ 対 象 物 件  別表「月極駐車場料金等調査票」に示す団地周辺の月極駐車場 

    ※１団地につき原則として10件の事例を収集すること。 

３ 業 務 の 内 容  所在地、月額料金、サイズ、種類（平面式等）、機械式の場合は

階層、平面式・自走式の場合は屋根の有無、舗装の有無、敷金、

管理会社及び連絡先（提供不可の場合は空欄可）、その他特記事

項 

４ 報 告 期 限  令和 年 月 日まで 

５ 成 果 物  電子データ（機構指定フォーマット（MicrosoftExcel）による

一覧表）及び事例の位置をプロットした地図を提出するものとす

る。 

 

以 上 
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別表 

対象団地一覧表 

【○○県】 

番号 団地名 所在地 

1 ○○ ○○市○○＊丁目 

2 ○○ ○○市○○＊丁目 
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